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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第94期、第95期及び第96期における、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存

在していないため記載していない。第98期については、１株当たり当期純損失であるため記載していない。

３ 第97期から、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用している。 

４ 第98期から、純資産の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用している。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 112,500 116,230 119,365 121,274 135,864

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △5,477 3,499 4,439 4,899 5,323

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) △7,149 1,078 801 921 △1,873

純資産額 (百万円) 23,223 23,153 23,982 26,305 25,360

総資産額 (百万円) 119,551 108,393 106,337 118,202 118,535

１株当たり純資産額 (円) 204.70 204.09 211.05 231.96 223.32

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △65.20 9.20 6.67 7.73 △16.52

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 7.42 ―

自己資本比率 (％) 19.4 21.4 22.6 22.3 21.4

自己資本利益率 (％) ― 4.6 3.4 3.7 ―

株価収益率 (倍) ― 62.8 78.7 95.8 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,382 5,256 7,955 3,371 14,937

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,815 △2,989 △5,467 △7,293 △11,736

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,895 △9,723 △821 4,278 △5,439

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 12,093 4,269 6,088 6,863 4,682

従業員数 (人) 13,462 17,056 19,133 20,917 21,402



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第94期、第95期及び第96期における、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存

在していないため記載していない。第98期については、１株当たり当期純損失であるため記載していない。

３ 第97期から、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日)）および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用している。 

４ 第98期から、純資産の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用している。 

  

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 89,997 94,405 97,154 107,020 123,945

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △2,826 1,325 2,922 5,033 3,566

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) △3,037 976 971 923 △2,498

資本金 (百万円) 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990

発行済株式総数 (株) 113,516,066 113,516,066 113,516,066 113,516,066 113,516,066

純資産額 (百万円) 24,033 25,240 25,849 26,314 23,270

総資産額 (百万円) 95,283 88,101 88,098 97,156 105,900

１株当たり純資産額 (円) 211.83 222.49 227.51 232.03 205.22

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額)

(円)
― 

(―)
3.00
(―)

4.00
(―)

4.00 
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △27.70 8.31 8.17 7.75 △22.03

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 7.44 ―

自己資本比率 (％) 25.2 28.6 29.3 27.1 22.0

自己資本利益率 (％) ― 4.0 3.8 3.5 ―

株価収益率 (倍) ― 69.5 64.3 95.5 ―

配当性向 (％) ― 36.1 49.0 51.6 ―

従業員数 (人) 1,678 1,648 1,567 1,455 2,572



２ 【沿革】 

  

 
  

年月 沿革

昭和13年４月 日本電信電話㈱(当時の逓信省)の勧奨により、広く通信機器用金属材料の国産化を図るために、

日本電気㈱、住友金属工業㈱、富士通㈱、沖電気工業㈱、㈱日立製作所などの共同出資によって

宮城県仙台市に日本特殊金属㈱(資本金150万円)を設立

13年９月 東北大学金属材料研究所の増本量博士の発明に係わるセンダスト合金を企業化するために、同博

士の指導を得て設立された東北金属工業㈱を吸収合併し、東北金属工業㈱に改称

36年９月 株式を東京証券取引所に上場、市場第二部銘柄に指定

36年10月 米国３Ｍ社との技術提携により、カシュー製品の企業化を目的として、東北化工㈱を設立

38年２月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替え

41年４月 酸化イットリウムの企業化を目的として、三井金属鉱業㈱と共同で日本イットリウム㈱を設立

46年７月 仙台事業所西浦工場を新設

48年９月 電子機器用部品の製造を目的として、台湾東金電子(股)(現台湾恩益禧東金電子(股))を設立

51年６月 電子デバイスの販売を目的として、トーキン商事㈱(現ＮＴ販売㈱)を設立

55年12月 つくば事業所を新設

57年４月 マイクロモーター用フェライトマグネットの製造・販売を主たる事業とする北光電子㈱を子会社

に編入

59年11月 フェライトコア及び電子デバイス並びにその応用機器の増産を目的として、㈱トーキン白石を設

立

60年３月 米国市場開拓のため、カリフォルニア州サン・ノゼ市に販売会社Tokin America Inc.(現NEC 

TOKIN America Inc.)を設立

63年８月 東南アジアの販売拠点として、香港にTokin Electronics(HK) Ltd.(現NEC TOKIN Hong Kong 

Ltd.)を設立

63年10月 社名を株式会社トーキンに変更

平成２年10月 欧州拠点の販売強化を図るため、ドイツにTokin Europe GmbH(現NEC TOKIN Europe GmbH)を設立

３年４月 白石事業所を新設

５年７月 電子応用機器部門の一部を分離し、㈱トーキンシステムエンジニアリングを設立

５年10月 ㈱トーキン白石を吸収合併

６年４月 中国の生産拠点として、東金科技(厦門)㈲(現NEC東金電子(厦門)㈲)を設立

７年１月 セラミックコンデンサ等の製造・販売を主たる事業とする兵庫日本電気㈱(現NECトーキン兵庫

㈱)を子会社に編入

８年11月 東南アジアビジネスの統括拠点としてTokin Singapore Pte Ltd(現NEC TOKIN Singapore Pte. 

Ltd)を設立、Tokin Electronics(HK) Ltd.(現NEC TOKIN Hong Kong Ltd.)をその子会社化

９年２月 東南アジアの生産拠点拡大のため、Tokin Singapore Pte Ltd(現NEC TOKIN Singapore Pte. 

Ltd)の子会社としてTokin Electronics(Vietnam)Co.,Ltd.(現NEC TOKIN Electronics(Vietnam) 

Co., Ltd.)を設立

14年２月 ㈱トーキンシステムエンジニアリングを吸収合併

14年４月 日本電気㈱の「キャパシタ」「電池」「EMデバイス」の３事業を「分社型吸収分割」により統

合、生産拠点としてNECトーキン富山㈱、NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd.、NECトー

キン栃木㈱及びNECトーキン岩手㈱の４社を承継し、社名をNECトーキン株式会社に変更

14年９月 日本電気㈱との３事業統合の一環として、NEC TOKIN Electronics(Philippines)Inc.を設立(14

年６月)、日本電気㈱の子会社であるNEC Components Philippines Inc.よりEMデバイス事業を譲

受

14年12月 中国の生産拠点として、NEC東金電子(呉江)㈲を設立

15年６月 東南アジアの販売拠点拡大のため、NEC TOKIN Thailand Co.,Ltd.を設立

16年３月 NECトーキン商事㈱は東和商事㈱を吸収合併し、ＮＴ販売㈱に社名変更

17年３月 台湾恩益禧東金電子(股)の全持分を売却

18年３月 東北化工㈱の全株式を売却

18年４月 NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン兵庫㈱、NECトーキン岩手㈱の４社を吸収

合併

18年７月 トーキン商工㈱を吸収合併

18年９月 北光電子㈱の全株式を売却

18年12月 韓国の販売拠点として、NEC TOKIN Korea Co.,Ltd.を設立



３ 【事業の内容】 

当社の企業集団は、当社、子会社25社及び関連会社１社で構成される。また、当社は日本電気株式会社

の連結子会社である。 

各事業に係る位置付けは次のとおりである。 

  

 
  

品 目 主要製品及び主要用途 主な製造子会社及び関連会社 主な販売子会社及び関連会社

エネルギー 

デバイス

［主要製品］ 

 リチウムイオン二次電池、導

電性ポリマー電池、大容量電気

二重層コンデンサ、プロードラ

イザ、チップタンタルコンデン

サ、導電性高分子タンタルコン

デンサ 

 

［主要用途］ 

 情報通信機器、情報端末機

器、通信機器、AV機器、計測機

器、OA機器、自動車用電装機器

［子会社］

NEC TOKIN Electronics  

 (Thailand) Co.,Ltd.

NEC東金電子(呉江)㈲

［子会社］ 

ＮＴ販売㈱ 

NEC TOKIN America Inc. 

NEC TOKIN Singapore Pte. 

 Ltd. 

NEC TOKIN Thailand 

 Co.,Ltd. 

NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 

NEC TOKIN Shenzhen 

 Co.,Ltd. 

NEC TOKIN Shanghai 

 Co.,Ltd. 

NEC TOKIN International 

 Procurement(HK) 

 Co.,Ltd. 

台湾恩益禧東金(股) 

NEC TOKIN Europe GmbH 

NEC TOKIN Korea Co.,Ltd. 

 

ネットワーク 

デバイス

［主要製品］ 

 パワーリレー、シグナルリレ

ー、磁気カード、ＩＣカード＆

タグ、カード機器＆システム、

ＰＯＴＳスプリッタ、誘電体フ

ィルタ 

 

［主要用途］ 

 自動車用電装機器、通信シス

テム機器、公衆電話、交通シス

テム機器、流通システム機器、

防犯機器、娯楽機器、公共機

器、OA機器、携帯基地局用機器

［子会社］

NEC TOKIN Electronics  

 (Philippines) Inc.

ファンクショ 

ナルデバイス

［主要製品］ 

 フェライト磁性材料、金属ダ

スト磁性材料、圧電材料、永久

磁石材料、形状記憶合金、ノイ

ズフィルタ、バスタレイド、ト

ランス、パワーインダクタ、圧

電インバータ、電磁インバー

タ、積層圧電アクチュエータ、

圧電ジャイロ、音響デバイス、

温度センサ、電流センサ、磁気

センサ、電波暗室、リードスイ

ッチ 

 

［主要用途］ 

 AV機器、OA機器、FA機器、計

測制御機器、通信機器、家電機

器、自動車用電装機器、医療機

器、情報端末機器

［子会社］

Tokin Magnetics,Inc.

NEC TOKIN Electronics

 (Vietnam) Co.,Ltd.

NEC東金電子(厦門)㈲

㈱トーキンマシナリー

㈱トーキンEMCエンジニアリン

グ

［関連会社］

日本イットリウム㈱



上記の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  
 

  

(注)1.NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン兵庫㈱、NECトーキン岩手㈱の４社は、平成18年４月１

日付で、当社に吸収合併しております。 

2.NT Sales Hong Kong Ltd.は、平成18年４月21日付で設立しております。 

3.トーキン商工㈱は、平成18年７月１日付で、当社に吸収合併しております。 

4.北光電子㈱は、平成18年９月１日付で全株式を売却しております。 

5.Tokin Electronics(Malaysia)Sdn.Bhd.は、平成15年４月30日に解散し、平成19年１月22日に清算を結了しまし

た。  

6.NEC TOKIN Korea Co.,Ltd.は、平成18年12月14日付で設立しております。 

7.NEC TOKIN America Inc.、NEC TOKIN International,Inc.およびTokin Magnetics,Inc.は、平成19年４月１日

付で合併し、NEC TOKIN America Inc.となりました。（存続会社であるNEC TOKIN International,Inc.が消滅

会社であるNEC TOKIN America Inc.の社名に社名変更したものです。） 

8.NT販売㈱は、平成19年４月２日付で全株式の51％を売却しております。 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

 
＊１：特定子会社に該当する。 

＊２：有価証券報告書の提出会社である。 

＊３：議決権の所有割合欄( )数字は間接所有割合(内数)である。 

＊４：NEC TOKIN International,Inc.とNEC TOKIN America Inc.は、平成19年４月１日付で合併し、NEC TOKIN 

America Inc.となった。（存続会社であるNEC TOKIN International,Inc.が、消滅会社であるNEC TOKIN 

America Inc.の社名に社名変更した。 

＊５：NT販売㈱は、平成19年４月２日付で全株式の51％を売却した。 

＊６：債務超過会社であり、債務超過額は45百万円である。 

  

名   称 住 所
資本金 

又は出資金 
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有

又は被所有割合
(％)

関 係 内 容

(親会社)

東京都港区 337,822

コンピュータ、通信機
器、ソフトウエア等の
製造及び販売並びに関
連サービスの提供を含
むＩＴ・ネットワーク
ソリューション事業

(被所有)
(1.05)
52.34

当社の仕入先、販売先、資金調
達先である。 
役員の兼任等は、２名である。

日本電気㈱

＊２

＊３

(連結子会社)
東京都港区 310 電子材料・部品の販売 100.00

当社の仕入先、販売先である。
役員の兼任等は、６名である。ＮＴ販売㈱      ＊５

NEC TOKIN International,  
Inc.        

＊４

米国 
カリフォルニア

百万米国ドル 
8

持株会社 100.00 役員の兼任等は、２名である。

NEC TOKIN America Inc.
＊３ 
＊４

米国 
カリフォルニア

百万米国ドル 
3

電子材料・部品の販売
(100.00)
100.00

当社の仕入先、販売先である。
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Singapore Pte.  
Ltd.         ＊１

シンガポール
百万シンガポ

ールドル 
17

電子材料・部品の販売 100.00
当社の仕入先、販売先である。
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 
           ＊１ 
           ＊３

中国 
香港

百万香港ドル 
5

電子材料・部品の販売
(100.00)
100.00

当社の仕入先、販売先である。
役員の兼任等は、５名である。

台湾恩益禧東金(股)  ＊１
台湾 
台北

百万台湾ドル 
25

電子材料・部品の販売 100.00
当社の販売先である。 
役員の兼任等は、７名である。

NEC TOKIN Europe GmbH
ドイツ 
ノイス

百万ユーロ
6

電子材料・部品の販売 100.00
当社の販売先であり、債務保証
をしている。 
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Electronics 
(Thailand) Co.,Ltd.

＊１

タイ 
パトゥムタニ

百万タイ 
バーツ 
1,408

電子部品の製造販売 100.00
当社の仕入先、販売先であり、
債務保証をしている。 
役員の兼任等は、５名である。

NEC東金電子(呉江)(有)＊１
中国 
呉江

百万米国ドル 
31

電子材料・部品の製造
販売

100.00
当社の仕入先であり、債務保証
をしている。 
役員の兼任等は、４名である。

NEC TOKIN Electronics 
(Philippines) Inc.

フィリピン 
カランバ

百万フィリピ
ンペソ 

541
電子部品の製造販売 100.00

当社の仕入先、販売先であり、
債務保証をしている。 
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Electronics 
(Vietnam) Co.,Ltd.

＊３

ベトナム 
ビエンホア

百万米国ドル 
8

電子部品の製造販売
(60.50)
100.00

当社の仕入先、販売先であり、
債務保証をしている。 
役員の兼任等は、５名である。

NEC東金電子(厦門)(有)＊１
＊３

中国 
厦門

百万米国ドル 
31

電子材料・部品の製造
販売

(17.42)
100.00

当社の仕入先、販売先であり、
債務保証をしている。 
役員の兼任等は、７名である。

㈱トーキンEMC 
エンジニアリング   ＊６

神奈川県川崎市 90

電磁波ノイズ、耐妨害
波、電子・電気機器製
品等の安全の測定及び
測定器等の校正に関す
る受託業務並びにその
技術アドバイス業務

100.00
当社の販売先である。 
役員の兼任等は、４名である。

その他12社

(持分法適用関連会社)

日本イットリウム㈱ 福岡県大牟田市 400
希土類金属及び希土類
化合物の製造販売

30.00
当社の仕入先、販売先である。
役員の兼任等は、２名である。



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注)１ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は他社からの受入出向者を含み、他社への出向者及び休職者を除いている。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

３ 従業員数が前事業年度末に比し、1,117人増加したのは、主に連結子会社４社の吸収合併によるものであ

る。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合は、ＮＥＣトーキン労働組合（組合員数2,444人 平成19年３月31日現在）と称し、Ｎ

ＥＣトーキングループ労働組合協議会に加盟している。また、ＮＥＣトーキングループ労働組合協議会

は、上部団体の全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟している。 

なお、労使関係は安定しており、特に記載すべき事項はない。 

事業部門等の名称 従業員数(人)

エネルギーデバイス事業部門 7,368

ネットワークデバイス事業部門 1,823

ファンクショナルデバイス事業部門 10,328

管理部門等 1,883

合計 21,402

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

2,572 41.8 19.4 6,864



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業 績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度前半から、好調な企業業績を背景とした設備投資の増加

と堅調な個人消費が下支えとなり、緩やかな景気拡大が続きました。年度後半に入り海外の景気減速に

伴う輸出の伸長鈍化により、景気減速感が顕在化しました。 

当社グループを取り巻く関連市場においては、ノートパソコン、携帯電話、デジタルスチルカメラや

フラットパネルテレビなどの主要電子機器が前年度に引き続き二桁成長したことに加え、年末に発売さ

れた次世代ゲーム機の生産が拡大しました。これら電子機器の数量増加に加え、電子機器の高度化・多

機能化による一台当りの部品点数の増加や高周波化の進展に伴う新たな部品需要の増加もあり、全般的

に電子部品需要は好調に推移しました。 

このような状況の下、売上高の面ではネットワークデバイス事業部門が前期比減収となりましたが、

エネルギーデバイス事業部門およびファンクショナルデバイス事業部門が前期比増収となったことによ

り、当社グループ全体においては、前期比増収となりました。特に、ＣＰＵデカップリング回路用の新

製品「プロードライザ」の売上の拡大が増収に大きく寄与いたしました。 

損益面では、原材料価格の高騰やネットワークデバイス事業部門の売上減少の影響はあったものの、

当社の中核事業であるキャパシタやＥＭＣ部品（電磁ノイズ対策部品）の活況と新製品の売上拡大によ

り、当社グループ全体における経常利益は前期比増益となりました。特別損益の面では、経営体質の強

化、改善を行うため、新製品への移行推進ならびに環境規制対応等に係る棚卸および設備の廃棄を行い

ました。 

また、角形電池の一部について、当社内の製造指示の不手際で、顧客仕様と異なる製品を製造したこ

とにより、27億46百万円を特別損失に計上するに至りました。 

当連結会計年度の連結売上高は、1,358億64百万円（前年同期比12.0％増）となり、損益面では、連

結経常利益53億23百万円（前年同期比8.7％増）、連結当期純損失18億73百万円を計上することになり

ました。 

また、当期の単独売上高は、1,239億45百万円（前年同期比15.8％増）、単独経常利益35億66百万円

（前年同期比29.1％減）、単独当期純損失24億98百万円となりました。 

  

当期の業績につきまして、当初の予想から一転し、多額の損失を計上せざるを得ない結果となったこ

とに鑑み、配当につきましても、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたく存じます。 

  

事業部門別の営業の概況は以下のとおりです。 

  

①エネルギーデバイス事業部門 

当事業部門は、タンタルキャパシタ、電気二重層キャパシタ、プロードライザを扱うキャパシタ事

業と、角型リチウムイオン二次電池、大容量ラミネート型リチウムイオン二次電池を扱う電池事業で

構成されています。 



キャパシタ事業は、パソコン市場におけるノートパソコンの比率が急伸したことにより、ノートパ

ソコンを主力市場としているタンタルキャパシタ、中でもネオキャパシタ（導電性タンタルキャパシ

タ）に大きな需要拡大をもたらしたことと、プロードライザの新型ゲーム機への本格量産納入が開始

したことが主な牽引力となって、大幅な売上増となりました。 

一方、電池事業では、角型リチウムイオン二次電池において、従来から当社が得意としている携帯

ゲーム機、デジタルオーディオ、デジタルカメラ市場向けに加えて、当社の拡販活動により携帯電話

市場向けが大幅に拡大した結果、当連結会計年度後半途中まで、売上げを大幅に拡大していました

が、前述のとおり、顧客仕様と異なる製品を製造したことによる売上減により、通期の売上高として

は若干の増加に留まりました。 

このような結果を総合して、当事業部門の売上高は、691億9百万円（前年同期比22.5％増）となり

ました。 

  

②ネットワークデバイス事業部門 

当事業部門は、リードスイッチと、自動車電装用と通信インフラ用のリレーを扱うＥＭデバイス事

業と、磁気カード、ＩＣカードやＩＣタグ、そしてそれらへ情報を書き込み、読み取るリーダライタ

機器などを扱うアクセスデバイス事業で構成されています。 

ＥＭデバイス事業は、自動車電装用リレーで新製品拡販が進展したこと、通信インフラ用シグナル

リレーで欧州ｘＤＳＬ系通信インフラ向け需要が拡大したこと、またリードスイッチで新用途である

パチンコ機器向け拡販が進展したことにより、売上増となりました。 

しかしながら、アクセスデバイス事業では、光デバイス事業を他社に譲渡したことに加え、従来主

力であった磁気カードの市場が縮小傾向にあること等により、大幅な売上減となりました。 

このような結果を総合して、当事業部門の売上高は、180億34百万円（前年同期比10.0％減）とな

りました。 

  

③ファンクショナルデバイス事業部門 

当事業部門は、コイルやトランス、磁性シートなど、磁性材料技術をベースにするＥＭＣ事業と、

インバータやジャイロ、アクチュエータなど誘電体材料技術をベースにする圧電セラミック応用製品

事業で構成しています。 

ＥＭＣ事業は、主力市場であるノートパソコン、携帯電話、デジタル家電市場が堅調に成長する中

で全製品において積極的な拡販活動を進めました。特に、平成１６年に市場投入したメタルコンポジ

ットチョークコイルが、ノートパソコン、ゲーム機に本格採用されはじめたこと、そして高度化する

電磁ノイズ問題に新しいソリューションを提供するバスタレイド（ノイズ抑制磁性シート）が、携帯

電話、デジタル家電などで順調に採用を拡大したことにより、売上増となりました。 

また、圧電セラミック応用製品事業では、特に小型アクチュエータがカメラ付き携帯電話およびデ

ジタルカメラのレンズモジュール用途での需要拡大を受けたこと、ジャイロがデジタルカメラ手ぶれ

防止用途で採用拡大を果たしたことにより、売上増となりました。 

このような結果を総合して、当事業部門の売上高は、487億19百万円（前年同期比8.7％増）となり

ました。 

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。なお、各セグメントの売上高にはセグメント間取

引を相殺しておりますが、損益にはセグメント間取引を含んでおります。 

  

①日本 

エレクトロニクス業界はデジタルカメラ、薄型テレビをはじめとするデジタルＡＶ機器を中心に生

産が大きく伸びた上に、電子機器の高機能化が進展し電子部品の需要は好調に推移しました。 

当社グループにおきましてはゲーム機器の新機種発売によりキャパシタ、コイル、リチウムイオン

電池で売上が大幅に増加し、携帯電話やデジタルＡＶ機器の新しい用途向けに圧電デバイス製品の売

上が増加した結果、売上高は856億92百万円（前年同期比22.5％増）、営業利益は17億55百万円（前

年同期比21.7％減）となりました。 

  

②アジア 

アジアにおきましては、主力品であるキャパシタはＨＤＤ向けなど一部のセグメントで下期におい

て需要が低迷しましたが、ノート型ＰＣ製品、携帯電話、ＤＳＣ市場向けでは引き続き旺盛な需要が

ありました。 

その他圧電セラミック応用部品（ノートＰＣ向けインバーター、デジタルカメラ向け圧電アクチュ

エーター）、電磁ノイズ対策品についても堅調に推移しました。 

その結果、売上高は430億98百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益は26億54百万円（前年同期

比15.4％増）となりました。 

  

③北米 

北米におきましては携帯電話、携帯デジタルオーディオ機器、ＰＣ及び周辺機器に関連する機器メ

ーカーが集積しておりデザインインを中心とした活動を継続的に成功させております。当連結会計年

度におきましても携帯電話、携帯デジタルオーディオ機器向けリチウムイオン電池、パソコン及び周

辺機器向けの圧電セラミック応用部品（インバータ）、電磁ノイズ対策品およびキャパシタなどの製

品のデザインイン活動に成果をあげ、アジア地域における売上拡大に前連結会計年度に引き続き重要

な役割を果たしております。 

一方、従来北米で売上を計上しておりました、中国向け出荷品の売上（主にリチウムイオン二次電

池）について、北米地区においてはコミッション形式にした結果、売上高は大きく減少しておりま

す。 

この結果、売上高は15億15百万円（前年同期比82.0％減）、営業利益は76百万円（前年同期比

46.6％増)となりました。 

  

④欧州 

主力製品である自動車用パワーリレーはほぼ前年並みに推移しましたが、下期より欧州諸国におけ

るＡＤＳＬ用シグナルリレーの需要が伸びました。 

その結果、売上高は55億58百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は52百万円（前年同期比

2.5％減）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度において、有形固定資産取得による支出125億82百万円および借入金の圧縮44億57百

万円を行った結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同

期に比べて21億81百万円減少し46億82百万円となりました。 

  

キャッシュ・フローの主な状況は次のとおりです。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動により増加した資金は149億37百万円（前年同期比115億65百万円

増）となりました。これは、負ののれん償却額が13億59百万円となったものの、減価償却費が81億50

百万円、売上債権の減少が24億40百万円および製品引取損失引当金の増加が28億３百万円となったた

めであります。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動により減少した資金は117億36百万円（前年同期比44億43百万円

減）となりました。これは、事業移転による収入が９億65百万円であったものの、有形固定資産の取

得による支出が125億82百万円となったためであります。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動により減少した資金は54億39百万円（前年同期比97億18百万円

減）となりました。これは、短期借入金が21億70百万円増加したものの、長期借入金を66億27百万円

圧縮したためであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

  

 
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
（注）前連結会計年度の三信電気㈱については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略した。 

  

事業部門等の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

エネルギーデバイス 68,608 18.2

ネットワークデバイス 17,637 △8.9

ファンクショナルデバイス 45,948 3.6

合計 132,194 8.6

事業部門等の名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

エネルギーデバイス 68,737 17.0 6,628 △5.3

ネットワークデバイス 17,746 △10.6 1,208 △19.3

ファンクショナルデバイス 48,938 6.4 7,360 3.1

合計 135,422 8.7 15,197 △2.8

事業部門等の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

エネルギーデバイス 69,109 22.5

ネットワークデバイス 18,034 △10.0

ファンクショナルデバイス 48,719 8.7

合計 135,864 12.0

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

三信電気㈱ ─ ─ 23,528 17.3



３ 【対処すべき課題】 

当社グループを取り巻く事業環境の変化としては、情報通信技術（ＩＴ）の日進月歩での普及進展や、

電子機器市場のグローバル化、ならびに社会情勢の質的な変化などがあります。このような市場や社会の

大きな変化の潮流の中、当社グループでは、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を基盤とした経営方針のもと、

成長性、収益力、ならびに財務内容の改善を目的として、経営改善プログラムを継続的に推進しておりま

す。その骨子は下記のとおりです。 

  

(1) 研究開発の強化 

東北大学を中心とした産学連携や、ＮＥＣグループを中心とした企業アライアンスを積極的に活用

し、基盤技術、技術資産、人材の戦略的な形成と強化を図ってまいります。さらに、当社グループの保

有技術を活かし、グローバルなアライアンスやコラボレーションにより、活力あるビジネスモデルを構

築してまいります。特に、マンガン・ラミネート電池やＲＦＩＤの事業分野で、各応用分野のトップク

ラスの顧客と、共同開発や事業化に向けた協業を進めてまいります。 

  

(2) 新事業の経営戦力化 

当社グループの保有する独自素材技術を活用した５つの新デバイス事業（ラミネート電池、プロード

ライザ、マイクロインダクタ、圧電デバイス、ＲＦＩＤ）を経営の柱に育てるため、積極的な経営リソ

ースの投入を図っております。特に、プロードライザや圧電デバイス新製品の事業立上げと量産拡大を

進めてまいります。 

  

(3) 生産体制の強化 

従来から実施している生産革新活動を今後も継続推進すると同時に、生産拠点や事業組織の 適化を

推進します。特に、海外量産によるコスト低減と、国内での技術開発を有機的に結びつけることによ

り、総合的な生産力強化を目指します。 

また、前述の特別損失を発生させた角形電池につきましては、今後、各生産拠点において、顧客との

契約・仕様条件等の確認を徹底し管理する体制を強化する等の方策を実行し、再発防止に万全を期して

おります。 

  

(4) 販売プロセスの 適化 

当社グループの市場である電子機器は、設計・製造のグローバル化やＥＭＳ（製造委託事業）化が進

行しております。既に、営業組織を市場別と地域別に再編し、市場対応機能を強化するとともに、ＮＴ

販売株式会社を含む販売チャネルを見直すなど、販売体制の 適化を図っておりますが、今後とも、市

場や顧客の動向に応じて、顧客へのグローバル一貫対応を図り、 適なソリューション提供を目指しま

す。 

  

(5) 事業基盤の強化 

当連結会計年度においては、光デバイス事業を事業譲渡し、北光電子株式会社（フェライトマグネッ

ト事業）を株式売却する一方、メカトロニックデバイス事業部やラミネート電池事業推進本部を新設

し、新たな事業基盤への移行を図りました。 

今後も事業展開や成長戦略を進めるにあたり、引続き製品構成の見直しや、ビジネスプロセス改革に

積極的に取り組んでまいります。また、連結経営情報システムや、人材開発制度につきましても、事業

環境の変化に見合った形に順次発展させ、事業基盤の強化を目指します。 



  

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループが直面している事業等のリスクは次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当

連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。 

  

(1) 経済情勢の変動 

当社グループはパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタル家電などの市場に対し、重要な部品の

供給を行っておりますが、これらの市場は経済情勢に左右される 終消費者の消費動向に影響を受ける

ことから、この市場における部品需要の動向は極めて変動的であり、経済情勢の変動が当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

  

(2) 原材料および輸送費などの価格の高騰 

一次産品の値上がり傾向がある中、当社グループの主要製品に使用する一部原材料の値上がりおよび

原油価格の上昇によりもたらされる輸送費などの値上がりは、当社グループの製造原価、販売経費を上

昇させ、業績に影響を与える可能性があります。 

  

(3) 海外における企業活動に付随するリスク 

当社グループは、中国、東南アジアでの生産基地の拡張を進めており、また欧米、東南アジア全般に

わたり販売拠点を設けております。これら海外での事業活動については法律、規制などの予期できない

変更による不利益、テロ、戦争などの混乱による影響などのリスクが内在しております。 

特に中国に関しては当社グループが中国での生産基地の増強を図っていることから、政治的社会的混

乱、税制や規制など制度の変更、人民元の切上げ、電力その他事情の変動などが業績に影響を及ぼすリ

スクがあります。 

  

(4) 為替レート、金利の変動 

当社グループは海外での生産、販売が業績の重要な部分を占めております。これら海外子会社での現

地通貨あるいは決算通貨は、連結決算にあたって円換算されますが、その際の決算レートの変動により

影響を受けます。一般に他の通貨に対する円高は業績に悪影響を及ぼし、円安は好影響をもたらしま

す。 

当社グループは為替変動のリスクに対し、短期的には各種ヘッジ対策を講じてそのリスクの 小化に

努めておりますが、中期的な諸計画については為替レートの変動による影響を受ける可能性がありま

す。 

さらに、当社グループは金利の変動リスクにも晒されており、リスク回避のための様々な対策を講じ

ておりますが、かかるリスクは当社グループの事業経費の増加、資産・負債の価値の変動、金利負担の

増加を招く可能性があります。 

  

(5) 在庫リスク 

当社グループの製品の大半は、顧客の仕様に合わせて作られており、受注に迅速に対応するため、予

測に基づき製品を生産しておりますが、予測通りに受注できない可能性もあります。顧客生産情報の入

手、生産革新活動によるリードタイムの短縮などリスクヘッジに努めておりますが、不測の事態で在庫

の評価損や処理損を計上する可能性もあり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があ



ります。 

  

(6) 他社との競合と価格下落圧力 

当社グループの製品は、それぞれ国内外の多数の競合他社との競争に晒されており、競争激化のた

め、製品価格は常に下落圧力を受けております。当社グループは、コスト削減や高付加価値品の開発な

どによりかかる競争や価格下落に対応しておりますが、他社との競争が、当社グループの業績や財政状

態に影響を与える可能性があります。 

  

(7) 新製品の開発 

当社グループが、競争力を維持し、成長していくためには、新製品の開発が重要となります。そのた

めに、相当な費用を投入し、新製品の開発を行っておりますが、その結果、開発費用の負担が、当社グ

ループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

(8) 事業構造改革の成否 

当社グループは、競争環境が激しくなる中、拠点の統廃合、生産革新活動の展開、歩留・品質改善活

動の推進などにより、既存事業の収益力、生産性、効率性の向上を追求する事業構造改革を実施してお

り、今後もさらに進める計画でおりますが、これらの諸施策の成否が当社グループの業績や財政状態に

影響を与える可能性があります。 

  

(9) 技術革新への対応 

当社グループが製品を提供する市場は、急速に進展する技術、新製品の頻繁な導入といった特徴を有

しており、当社グループの顧客も当社グループが革新的な製品をタイムリーにかつコストの点からも効

果的に開発・製造することを期待しています。しかしながら、当社グループの新技術、新製品への対応

がうまくいかない場合には、当社グループは、顧客の期待に応えられず、その結果、当社グループの業

績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

  

(10) 品質管理および製造物責任 

当社グループは、品質管理基準の下、万全を期して製品を製造しておりますが、製品に欠陥が生じる

可能性はあり、それによりリコールの対象となる可能性や、製造物責任等を負う可能性もあります。そ

の結果、当社グループの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

  

(11) 地震その他の自然災害 

当社グループの製造、研究開発設備の多くは、比較的地震の被害を受ける可能性の高い日本に所在し

ており、これへの備えとして国内製造品と同じ製品を海外生産いたしておりますが、当社グループの国

内の製造拠点および製造設備が地震その他の自然災害により深刻な損害を被った場合、操業が中断し、

生産および出荷が遅延することにより売上高が低下し、さらに、製造拠点などの修復または代替のため

に巨額な費用を要することとなる可能性があります。 

  

(12) 知的財産権 

当社グループの事業は、様々な知的財産権に依拠しています。当社グループは、かかる知的財産権の

権利保全のための様々な措置を講じておりますが、第三者が、当社グループの知的財産権を不正使用

し、また、当社グループの知的財産権と類似するものを第三者が開発する可能性もあり、その場合に

は、当社グループの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 



さらに、当社グループの製品に関し、第三者の知的財産権の実施権を許諾されているものもあります

が、将来において、当社が現在と同様の条件で実施権を付与されない可能性もあります。 

  

(13) 減損会計 

当社グループは、当連結会計年度において、58百万円を特別損失として計上しました。将来について

も、社会、経済情勢の変化により、減損処理が必要となり、当社グループの業績や財政状態に影響を与

える可能性があります。 

  

(14) 退職給付債務 

当社グループは、年金資産の市場価値の変動、運用収益の減少、予想退職給付債務の計算の根拠とな

る数理上の前提の変更などにより、また将来の年金制度の変更により、退職給付債務の負担が増加する

可能性があります。 

  

(15) 環境規制 

当社グループは、大気汚染物質の排出、汚水排出、有害物質の使用および取り扱い、廃棄物処理、土

壌・地下水汚染の調査および汚染除去などの様々な環境規制に従っています。さらに環境規制が強化さ

れた場合には、その遵守のための費用が必要となり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可

能性があります。 

  

(16) 日本電気株式会社の子会社であること 

日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）は当社の議決権の52.34％（間接所有割合を含む）を

保有していることから、ＮＥＣは株主総会における議決権行使を通じて、当社を支配することが出来る

立場にあります。 

当社はＮＥＣとは独立して事業経営を行っておりますが、ＮＥＣの連結子会社であることから、ＮＥ

Ｃの業績や信用が低下した場合、その影響を受ける可能性があります。 

また、当社はＮＥＣから、商号の一部に「ＮＥＣ」を利用し、社標および商標として「ＮＥＣ」標章

を使用することを許諾されております。しかしながら、ＮＥＣの有する当社の議決権割合が50％以下と

なった場合などには、ＮＥＣは一方的に当該使用許諾を解除することが可能であり、解除された場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

さらに、当社グループは、ＮＥＣの子会社として、ＮＥＣと他社との間の特許クロスライセンス契約

の受益者となっております。ＮＥＣによる当社議決権の保有割合が50％以下となる場合には、当社グル

ープは、これらの取り決めの受益者ではなくなることになり、当社グループの業績や財政状態に影響が

及ぶ可能性があります。 

  

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 当社が製品の製造技術について、契約を締結しているもののうち主なもの 

  

 
（注）「財団法人金属研究助成会」より名称変更 

  

  

６ 【研究開発活動】 

当社グループにおいて、研究開発は事業成長における 重要課題であり、当社グループの存在意義を生

み出す活動である、と位置付けられています。その使命は、 

「競争優位を創り出すこと」 

「新しい価値を生み出し変化を起こすこと」 

「企業の永続性と発展を保証すること」 

にあります。当社グループの目指すところは、新素材開発に立脚した小型・高密度部品開発による『素材

型デバイス創造企業』です。その具現化に向けて、高機能デバイス実用化やプロセス技術開発とともに、

新規材料開拓や次世代デバイス開発などの探索型研究開発、ナノテクおよび高度分析技術などの共通基盤

技術開発などの研究開発活動を推進しています。 

また近年、電子工業分野においては、機器の小型化・薄型化、携帯電話・ノートＰＣに代表されるモバ

イル環境での電子機器使用、データ伝送の高速化、省エネルギー対応など様々な技術革新が推進され、新

たな部品需要が創出されています。当社グループでは、このような市場・社会のニーズに直結したデバイ

スソリューション提供、という企業ビジョンのもとに、電子部品メーカーから『ソリューション貢献企

業』への転換の原動力として研究開発活動を位置付け、様々なソリューション提案により社会貢献を果た

すことを目指しています。 

当連結会計年度の研究開発費は、32億44百万円であり、各事業部門および研究開発本部における研究開

発活動の概況は次のとおりです。 

  

(1) エネルギーデバイス事業部門 

当事業部門においては、ＩＴ関連製品、デジタル家電など各種電子機器に用いられるタンタルキャパ

シタをはじめ、電源遮断時／オフ時のバックアップ用に需要を拡大している電気二重層キャパシタ（ス

ーパーキャパシタ）、モバイル端末、デジタル家電、自動車分野などで使用されるリチウムイオン二次

電池など、電気エネルギーの充放電機能を有するデバイスの開発実用化を推進しています。また、これ

らのデバイスの組み合わせによる電気エネルギー利用効率向上を具現化する『エネルギーソリューショ

ン』を提案しています。さらに、ファンクショナルデバイス関連事業部門の主力製品であるコイル、ト

ランス、ノイズ抑制シートとの組み合わせにより、電子回路における電力変換やノイズ抑制を効果的に

行う『ノイズ＆パワーソリューション』の提案を行っています。 

当連結会計期間においては、新デカップリングデバイス『プロードライザ』の量産ラインをNEC 

TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.にも構築し、富山事業所と合わせた量産体制を月産1,000万個

相手先 内容 契約期間 実施料等

財団法人本多記念会(注)
商標「センダスト」の独占的
使用権契約

自 昭和33年６月１日
至 平成20年５月31日

契約一時金
 なし 
実施料 
 四半期毎に売上高の一定率

日本電気株式会社
電源モジュールに関する特許
権実施契約

自 平成10年４月１日
至 平成21年３月31日

契約一時金
 あり 
実施料 
 半期毎に売上高の一定率



に拡充いたしました。プロードライザは、既にノートＰＣ、ゲーム機などへのご採用をいただいてお

り、今後とも静電容量の更なる向上、また、小型・高性能化などを進め、液晶テレビ、情報家電製品な

どに対する提案を継続してまいります。 

また、安全性に優れるマンガン系ラミネート形リチウムイオン二次電池については、UL1642、UL2054

を取得（UL：米国安全検査規格）、業界初のリチウムイオン二次電池搭載の無停電電源装置（ＵＰＳ）

実現に貢献しております。今後とも、様々な用途提案を行ってまいります。 

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は５億35百万円であります。 

  

(2) ネットワークデバイス事業部門 

当事業部門においては、通信の大容量化、次世代通信システムなどに不可欠なシグナルリレー、カー

エレクトロニクス市場において急速に需要拡大しているパワーリレーを主力製品としております。ま

た、オフィスの入退室管理システムから、倉庫の在庫管理、携帯電話の電子決済機能、公共・行政分

野、アミューズメント分野まで、幅広いアプリケーションの展開が想定されるＩＣカード、ＩＣタグの

開発・商品化に注力、社会やお客さまのニーズに応える様々なアイテム提供による『アクセスソリュー

ション』を提案しています。 

当連結会計期間においては、ＮＥＣ、米国Impinj Inc.、当社の３社で次世代ＲＦＩＤ準拠の『ＵＨ

Ｆ帯ＲＦＩＤリーダライタ製品』を共同開発し、出荷を開始いたしました。ＵＨＦ帯ＲＦＩＤは、通信

距離が 大６ｍと、他の周波数帯を用いたシステムよりも長く、広範囲な通信が可能であることから製

造・物流を中心としたサプライチェーンの効率化を実現するものとして期待されております。また、新

たにＮＴＴデータ殿を中心とする８社共同による「taspoシステム」構築・運用にも参画し、ＩＣカー

ドの製造を担当します（＊taspo：社団法人日本たばこ協会(TIOJ)による「たばこ自販機成人識別施

策」を実現するシステム）。 

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は４億25百万円であります。 

  

(3) ファンクショナルデバイス事業部門 

当事業部門では、磁性材料分野における豊富な素材技術とともに、小型高密度技術、高周波技術によ

りＥＭＣ対策部品、小型大電流対応の電源用チョークコイルなどを開発し、『ノイズ＆パワーソリュー

ション』を提案・展開しています。 

当連結会計期間における技術成果といたしましては、当社が世界に先駆けて提案・実用化し、次第に

適用範囲を拡大しておりますノイズ抑制シートの特性評価方法を各社、各研究機関と共同で国際標準化

したことです。また、生産体制整備にも注力、平成19年３月には、大電流チョークコイル『ＭＰＣ』シ

リーズについては、ベトナム工場を中心に、月産1,000万個に、さらに圧電アクチュエータを月産500万

個、圧電インバータを月産100万個体制に拡充いたしました。 

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は３億86百万円であります。 

  

(4) 研究開発本部 

研究開発本部は、新規材料・イノベーションキーデバイス開発を推進しています。 

「企業ビジョンとＲ＆Ｄ活動の同期化」 

「素材・基盤技術イノベーションの追求」 

「研究開発のアライアンス推進」 

「技術資産の戦略的形成と運用」 

を基本方針として、各事業本部の項で述べた３つのソリューション戦略を支え、新商品提供を目指し



ています。具体的には、機能デバイス・電池・材料の３開発センター体制にて、３～５年先の新事業

創出を目的とする新規材料・デバイス開発、５年先以降の新事業創出を目的とする革新素材開発を推進

しています。 

機能デバイス開発センターでは、タンタルキャパシタの容量増大に関する研究、導電性高分子材料の

開発、次世代プロードライザの開発などを行っています。電池開発センターでは、リチウムイオン二次

電池の高容量化に関する研究、自動車用電池の開発などを進めています。さらに、材料開発センターで

は、新規磁性材料・圧電材料の開発、ならびにそれらを活用した新規デバイスの開発を推進していま

す。 

高度分析技術、新材料創製技術などの先端分野においては、ＮＥＣ中央研究所との共同研究と地元大

学との技術契約に基づく共同研究との二つを軸に、国内各大学、国公立研究所との連携による研究開発

活動を推進しています。また、高付加価値商品の創出を目指し、当社の複数事業部門間にまたがる基盤

技術を融合したモジュール製品開発にも注力しています。 

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は18億98百万円であります。 

  

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

当連結会計年度末の総資産残高は1,185億35百万円となり、前連結会計年度末比３億33百万円の増加

となりました。これは、現金及び預金が22億96百万円減少し、受取手形及び売掛金が19億26百万円減少

しましたが、設備投資等により有形固定資産が48億75百万円増加したためです。 

繰延税金資産は流動資産の部で37億66百万円、投資その他の資産の部で38億52百万円、計76億18百万

円あり、前連結会計年度末比では１億75百万円の増加となりました。 

負債は931億75百万円と前連結会計年度末比13億１百万円の増加となりました。これは、借入金の圧

縮36億26百万円、連結調整勘定の減少13億９百万円（平成14年度期首に日本電気㈱から３事業の移管を

受けた際の、譲受子会社に関する簿価と純資産との差額を計上しており、それを５年間で均等に営業外

収益に計上する会計処理を行っていることによるもの）ありましたが、仕入債務の増加29億８百万円、

製品引取損失引当金（当社内の製造指示の不手際により、仕様と異なる製品を製造したことを原因とし

て、顧客からの製品引取要請に伴って発生する損失に備える引当金）の計上28億３百万円があったこと

によります。 

当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末比で９億68百万円の減少となりました。その主な

要因は、当期純損失18億73百万円、為替換算調整勘定の増加14億45百万円及び配当金の支払による減少

４億53百万円であります。 

当連結会計年度末、自己資本比率は21.4％となり前連結会計年度末からはやや悪化いたしました。有

利子負債については、借入金の圧縮等により、前連結会計年度末比36億20百万円減少し534億25百万円

となり、Ｄ／Ｅレシオ（株主資本に対する有利子負債の割合）は2.24倍（前連結会計年度末比0.07ポイ

ント増）となりました。また、有利子負債残高と現金及び預金を相殺したネット有利子負債残高では、

487億41百万円（前連結会計年度末比13億24百万円減）となり、株主資本をネット有利子負債で除した

ネットＤ／Ｅレシオは、2.05倍（前連結会計年度末比0.14ポイント増）となりました。 

  

(2) 経営成績 

当連結会計年度の売上高は1,358億64百万円となり、前連結会計年度比12.0％の伸びとなりました。

営業利益は47億72百万円と前連結会計年度比0.3％増加いたしました。（注１） 



営業外収益は22億67百万円で、その主な内訳は、負ののれん償却額13億59百万円、為替差益３億78百

万円であります。 

営業外費用は17億16百万円で、その主なものは、支払利息11億42百万円であります。以上の結果、経

常利益は53億23百万円と前連結会計年度比8.7％の増益を達成いたしました。 

 特別利益２億93百万円の主なものは、経営資源を集中するため光デバイス事業を譲渡したことによる

事業移転利益１億51百万円やのれんの売却等による固定資産売却益１億41百万円であります。 

特別損失64億58百万円の主なものは、当社内の製造指示の不手際により仕様と異なる製品を製造した

ことを原因として、顧客からの製品引取要請に伴って発生する損失見込額24億53百万円及び製品在庫の

評価損２億93百万円や事業構造改革の一環として実施した製品構成の見直し等による廃棄損14億77百万

円や固定資産除却損14億45百万円であります。 

以上の結果、税金等調整前当期純損失は８億41百万円となり、前連結会計年度比47億85百万円減少い

たしました。当期純損失は18億73百万円となり、前連結会計年度比27億95百万円減少いたしました。ま

た、１株当たり当期純損失は16円52銭、自己資本当期純利益率は△7.3%となりました。 

  

（注１）詳細内容は、1「業績等の概要」(１)業績の項に記載しております。 

  

なお、以上の文中における将来に関する記述は、当連結会計年度末（平成19年３月31日）現在におい

て当グループが判断したものであり、実際の結果と異なる場合があります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資額は、136億10百万円であります。 

  

その事業部門別の内訳は、次のとおりです。 

  

○ エネルギーデバイス事業部門 

当事業部門の設備投資額は、88億70百万円で、その主な内訳は、当社においての増産設備などに

17億８百万円、NEC東金電子(呉江)㈲においての増産設備などに33億40百万円、NEC TOKIN 

Electronics(Thailand)Co.,Ltd.においての増産設備などに36億65百万円であります。 

なお、当社において電池設備など８億87百万円を廃棄しています。 

  

○ ネットワークデバイス事業部門 

当事業部門の設備投資額は、10億90百万円で、そのほとんどは、当社における増産設備でありま

す。 

なお、当社においてカード生産設備など35百万円を除却しています。 

  

○ ファンクショナルデバイス事業部門 

当事業部門の設備投資額は、18億37百万円で、その主な内訳は、当社においての増産設備などに

９億83百万円、NEC東金電子(厦門)㈲においての増産設備などに３億10百万円、NEC TOKIN 

Electronics (Vietnam)Co.,Ltd.においての増産設備などに５億43百万円であります。 

なお、当社においてＥＭＣ設備など１億２百万円を除却しています。 

  

○ 管理部門等 

当部門の設備投資額は、18億11百万円で、その主な内訳は、当社においての増産設備などに９億

63百万円、㈱トーキンEMCエンジニアリングにおいての設備などに６億92百万円であります。 

なお、当社において本館リニューアル、光デバイス事業譲渡に伴い、設備などを６億57百万円廃

棄しています。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりです。 

  

(1) 提出会社 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」の内訳は、工具器具および備品、建設仮勘定であります。なお、金額には消費税

等を含みません。 

２ 栃木事業所および岩手事業所の土地については、借地であります。 

３ 上記の他、連結会社以外から賃借している設備のうち、主要なものは次のとおりです。 

  

 
  

(2) 国内子会社 

重要性がないため省略しております。 

  

事業所名 
(所在地)

事業部門等 
の名称

設備の内容
帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

仙台事業所 
(仙台市太白区)

管理部門等 
ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス 
関係設備

892 892
2

(82)
103 1,891 417

白石事業所 
(宮城県白石市)

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス 
関係設備

3,487 2,193
1,865
(91)

256 7,803 583

富山事業所 
(富山県 
  下新川郡)

エネルギー
デバイス

エネルギー
デバイス 
関係設備

1,082 3,191
556
(48)

314 5,145 411

栃木事業所 
(栃木県 
  宇都宮市)

エネルギー
デバイス

エネルギー
デバイス 
関係設備

229 2,503
─
─

752 3,485 247

兵庫事業所 
(兵庫県宍粟市)

エネルギー
デバイス、
ファンクシ
ョナルデバ
イス

エネルギー
デバイス、
ファンクシ
ョナルデバ
イス 
関係設備

525 946
268
(22)

168 1,908 302

岩手事業所 
(岩手県一関市)

ネットワー
クデバイス

ネットワー
クデバイス
関係設備

236 1,260
─
─

181 1,678 191

仙台事業所 
管轄 
(秋田県 
 潟上市)

ファンクシ
ョナルデバ
イス

ファンクシ
ョナルデバ
イス 
関係設備

188 ─
500
(41)

─ 688 ─

事業所名 事業部門等の名称 設備の内容
年間賃借料 
(百万円)

栃木事業所 エネルギーデバイス 建物 198

岩手事業所 ネットワークデバイス 建物・土地 60



(3) 在外子会社 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」の内訳は、工具器具および備品、建設仮勘定であります。なお、金額には消費税

等を含みません。 

２ NEC東金電子(厦門)㈲、NEC東金電子(呉江)㈲、NEC TOKIN Electronics (Philippines) Inc.、NEC TOKIN 

Electronics (Vietnam) Co.,Ltd.の土地については、借地であります。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業部門 
等の名称

設備の内容
帳簿価額(百万円) 従業

員数 
(人)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

NEC TOKIN  
Electronics 
 (Thailand) 
 Co.,Ltd.

本社工場 
(タイ 
パトゥム
タニ県)

エネルギ
ーデバイ
ス

エネルギ
ーデバイ
ス 
関係設備

2,347 7,162
483
(141)

733 10,726 4,244

NEC 東 金 電 子
(呉江)㈲

本社工場 
(中国 
 呉江市)

エネルギ
ーデバイ
ス

エネルギ
ーデバイ
ス 
関係設備

727 3,296
─

（─）
2,136 6,160 1,007

NEC TOKIN  
Electronics 
 (Philippines) 
 Inc.

本社工場 
(フィリ
ピン 
カランバ
市)

ネットワ
ークデバ
イス

ネットワ
ークデバ
イス 
関係設備

312 1,338
─

（─）
29 1,680 668

NEC TOKIN  
Electronics 
 (Vietnam) 
 Co.,Ltd.

本社工場 
(ベトナ
ム 
ビエンフ
ォア市)

ネットワ
ークデバ
イス、 
ファンク
ショナル
デバイス

ネットワ
ークデバ
イス、フ
ァンクシ
ョナルデ
バイス 
関係設備

547 873
─

（─）
53 1,474 3,994

NEC 東 金 電 子
(厦門)㈲

本社工場 
(中国 
 厦門市)

エネルギ
ーデバイ
ス、 
ファンク
ショナル
デバイス

エネルギ
ーデバイ
ス、ファ
ンクショ
ナルデバ
イス関係
設備

766 4,416
─

（─）
415 5,598 8,271



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループ（当社および連結子会社）設備投資については、今後２年間の需要予測、生産計画、利益

に対する投資割合などを総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に

策定していますが、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を図っております。

重要な設備の新設、改修などの計画は、次のとおりです。 

 
(注) 金額には消費税等を含みません。 

会社名
事業所名 
(所在地)

事業部門 
等の名称

設備の内容

投資予定額
資金調 
達方法

着手及び完了予定

総額 
(百万円)

既支払額 
(百万円)

着手 完了

NECトーキン㈱

仙台事業
所 
(宮城県 
 仙台市)

ネットワ
ークデバ
イ ス、フ
ァンクシ
ョナルデ
バイス

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス 
関係設備

1,197 114
自己資金 
及び借入金

平成18年４月 平成20年３月

NECトーキン㈱

白石事業
所 
(宮城県 
 白石市)

ネットワ
ークデバ
イ ス、フ
ァンクシ
ョナルデ
バイス

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス 
関係設備

2,108 846
自己資金  
及び借入金

平成18年４月 平成20年３月

NECトーキン㈱

富山事業
所 
(富山県 
 下新川 
 郡)

エネルギ
ーデバイ
ス

エネルギー
デバイス 
関係設備

3,243 324
自己資金  
及び借入金

平成18年４月 平成20年３月

NECトーキン㈱

栃木事業
所 
(栃木県 
 宇都宮 
 市)

エネルギ
ーデバイ
ス

エネルギー
デバイス 
関係設備

3,884 2,315
自己資金  
及び借入金

平成18年４月 平成20年３月

NECトーキン㈱

兵庫事業
所 
(兵庫県 
 宍粟市)

エネルギ
ーデバイ
ス、フ ァ
ンクショ
ナルデバ
イス

エネルギー
デバイス、
ファンクシ
ョナルデバ
イス 
関係設備

1,059 345
自己資金  
及び借入金

平成18年４月 平成20年３月

NECトーキン㈱

岩手事業
所 
(岩手県 
 一関市)

ネットワ
ークデバ
イス

ネットワー
クデバイス 
関係設備

166 67
自己資金  
及び借入金

平成18年４月 平成20年３月

NEC TOKIN  
Electronics  
(Thailand)  
Co.,Ltd.

本社工場  
(タイ  
パトゥム
タニ県)

エネルギ
ーデバイ
ス

エネルギー
デバイス  
関係設備

4,786 3,073
増資及び 
借入金

平成18年４月 平成20年３月

NEC 東 金 電 子
(呉江)㈲

本社工場  
(中国  
 呉江市)

エネルギ
ーデバイ
ス

エネルギー
デバイス  
関係設備

3,814 3,233
増資及び 
借入金

平成18年４月 平成20年３月

NEC TOKIN  
Electronics  
(Philippines)  
Inc.

本社工場  
(フィリピ
ン  
カランバ
市)

ネットワ
ークデバ
イス

ネットワー
クデバイス 
関係設備

225 176
増資及び  
借入金

平成18年４月 平成20年３月

NEC TOKIN  
Electronics  
(Vietnam)  
Co.,Ltd.

本社工場  
(ベトナム 
ビエンフ
ォア市)

ファンク
ショナル
デバイス

ファンクシ
ョナルデバ
イス  
関係設備

647 559 借入金 平成18年４月 平成20年３月

NEC 東 金 電 子
(厦門)㈲

本社工場  
(中国  
 厦門市)

エネルギ
ーデバイ
ス、フ ァ
ンクショ
ナルデバ
イス

エネルギー
デバイス、
ファンクシ
ョナルデバ
イス 
関係設備

502 448
増資及び 
借入金

平成18年４月 平成20年３月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権付社債 

当社は、旧商法第341条ノ２の規定に基づき、新株予約権付社債を発行している。 

2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成17年12月19日発行） 

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類
事業年度末現在 

発行数(株) 
(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月28日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名

内 容

普通株式 113,516,066 113,516,066
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 113,516,066 113,516,066 ― ―

事業年度末現在 

（平成19年３月31日）

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日）

新株予約権の数 1,500個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (注)１ 16,538,037株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間 (注)３
 平成18年１月４日～ 

 平成22年12月３日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額 (注)４

 発行価格  907円 

 資本組入額 454円
同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 (注)７ 同左

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

新株予約権付社債の残高 15,000百万円 同左



(注) １ 新株予約権の目的となる株式の数 

 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約

権に係る本社債の発行価額の総額を「２ 新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の「転換価額」で除した数

とする。但し、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満

株式が発生する場合には、法令に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算す

る。 

  

   ２ 新株予約権の行使時の払込金額 

   (1) 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、各本社債の発行価額と同額とする。 

   (2) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額(以下「転換価額」という。)は、当初、金907

円とする。 

   (3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発

行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式に

おいて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。 

  

 
  

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一

定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

  
   ３ 新株予約権の行使期間 

 平成18年１月４日から平成22年12月３日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)

までとする。但し、(A)当社が当社の選択により本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における５営業

日前の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)以降、(B)新株予約権付社債の所持

人の選択により社債が償還される場合には、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に従って社債の支払代理

人に預託された時以降、又は(C)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時

以降は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする。(但し、いかなる場合も平成22年12月

３日より後は本新株予約権を行使することはできない。) 

  

   ４ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

   (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格は、行使請求にかかる本社債

の発行価額の総額を、「１ 新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の交付株式数で除した金額とする。

   (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の１株の資本組入額 

本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生

じる場合はその端数を切り上げた額とする。 

  
   ５ 新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

  
   ６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

 本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

  
   ７ 代用払込みに関する事項 

 本新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から当該本新株予約権に係る本社債の全額の償還に代

えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があった

ものとみなす。 

  

既発行 

株式数
＋

新発行・ 

処分株式数
×

１株あたりの 

発行・処分価額

調整後 

転換価額
＝

調整前 

転換価額
×

時価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数



 (3) 【ライツプランの内容】 

            該当事項なし。 

  

  (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 平成14年４月１日を分割期日として日本電気株式会社から電子部品事業の一部に関する営業を承継する吸

収分割を行い、発行した普通株式49,682,386株の全数を日本電気株式会社に割当交付した。これにより資本
金が2,484百万円、資本準備金が4,641百万円それぞれ増加している。 

２ 平成15年６月27日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,398百万円減少し、欠損てん補することを
決議している。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式121,170株は、「個人その他」の欄に 121単元、「単元未満株式の状況」の欄に170株それぞれ含

めて記載している。なお、期末日現在のその実質的な所有株式数は121,170株である。 
２ 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、15単元含まれている。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金
増減額 
(百万円)

資本金
残高 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成14年４月１日 49,682 113,516 2,484 12,990 4,641 13,462

平成15年６月27日 ― 113,516 ― 12,990 △2,398 11,063

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 60 41 139 65 1 7,907 8,213 ―

所有株式数 
(単元)

― 30,915 4,832 48,236 8,121 1 21,108 113,213 303,066

所有株式数 
の割合(％)

― 27.31 4.27 42.61 7.17 0.00 18.64 100.00 ―



(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託

口）の持株数12,700千株は、日本電気株式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決

権の行使については、日本電気株式会社が留保している。 

２ 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、

日興シティ信託銀行株式会社（投信口）および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所

有株式は、当該各社の信託業務に係る株式である。 

      ３ 次の法人（英国法に基づくリミテッドパートナーシップ）から、平成17年６月14日付で変更報告書（大量

保有報告書の変更報告書）の提出があり、次のとおり株式を保有している旨通知を受けているが、当社とし

て当事業年度末現在における所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」には含めていない。

 
      ４ 次の法人から、平成19年３月７日付で次の内容の変更報告書（大量保有報告書の変更報告書）の提出があ

り、次のとおり株式を保有している旨通知を受けているが、当社として当事業年度末現在における所有株式

数の確認ができないため、上記「大株主の状況」には含めていない。 

 
  

氏名又は名称 住    所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７－１ 45,301 39.91

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（住友信託銀行再信託分・
日本電気株式会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 12,700 11.19

資産管理サービス 
信託銀行株式会社(年金信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－12 3,811 3.36

ＪＰモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 3,237 2.85

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口)

東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,278 2.01

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 2,171 1.91

オーエム０４ エスエスビー  
クライアント オムニバス 
（常任代理人 株式会社三井住友銀
行）

338  PITT  STREET  SYDNEY  NSW  2000 
AUSTRALIA 
（東京都千代田区丸の内１丁目３－２）

1,443 1.27

日興シティ信託銀行株式会社 
（投信口）

東京都品川区東品川２丁目３－14 1,127 0.99

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,068 0.94

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 1,022 0.90

計 74,159 65.33

氏名又は名称 住 所 報告義務発生日
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

ジーエルジー パートナーズ 
エルピー (GLG Partners LP)

One Curzon Street, 
London W1J 5HB, England

平成17年
５月31日

3,392 2.99

氏名又は名称 住 所 報告義務発生日
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目
３番１号

平成19年
２月28日

2,774 2.44



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、15,000株（議決権15 

個）含まれている。 
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 170株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項なし。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 121,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 113,092,000 113,092 ―

単元未満株式 普通株式 303,066 ― ―

発行済株式総数 113,516,066 ― ―

総株主の議決権 ― 113,092 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
NECトーキン株式会社

宮城県仙台市太白区郡山
六丁目７番１号

121,000 ― 121,000 0.11

計 121,000 ― 121,000 0.11



２ 【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

旧商法第221条第６項及び会社法第155条第７号による普通株式の取得 

  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

     該当事項なし。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

     該当事項なし。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法第221条第６項による取得 

 
会社法第155条第７号による取得 

 
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めていない。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる取得及び単元未満株式の売渡請求による譲渡は含めていない。 
  

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 320 237

当期間における取得自己株式 ― ―

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 13,889 8,928

当期間における取得自己株式 525 263

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(千円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 
(会社法第194条第１項の規定に基
づく単元未満株式売渡請求による
譲渡)

563 308 ― ―

保有自己株式数 121,170 ― 121,695 ―



３ 【配当政策】 

当社は、業績向上を株主の皆様への利益還元に結びつけるよう 善の努力をしてまいりますとともに、

配当性向を考慮しながら配当を安定的に実施することを基本方針といたしております。 

同時に、新製品開発のための研究開発、設備投資、市場及び生産のグローバル化推進のための投資に、

内部留保を有効に活用し、高収益をあげうる強靱な企業体質を実現してまいります。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当を基本とし、業績、財務内容を勘案し、定款の規定に基づく中間配当

を行うこととしております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

なお、当期の配当につきましては、角型電池の一部について、当社内の製造指示の不手際で、顧客仕様

と異なる製品を製造したことにより、多額の損失を計上せざるを得ない結果となったことに鑑み、誠に遺

憾ながら無配とさせていただきました。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 957 726 640 850 815

低(円) 399 385 433 489 472

月別 平成18年10月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年１月 平成19年２月 平成19年３月

高(円) 684 730 791 779 700 652

低(円) 602 638 710 693 609 472



５ 【役員の状況】 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所 有
株式数 
(株)

代表取締役
執行役員 

社長
仲 田 武 彦 昭和19年６月１日生

昭和46年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

37,000

平成12年４月 同社ＮＥＣエレクトロンデバイス

電子部品事業本部長

平成13年６月 当社取締役

平成14年４月 当社常務取締役

平成15年６月 当社専務取締役

平成16年６月 

平成19年６月

当社代表取締役社長  

当社代表取締役執行役員社長 

現在に至る

代表取締役
執行役員 

専務
岡 部 政 和 昭和21年９月１日生

昭和44年４月 当社入社

（注）
4

10,000

平成14年４月 当社執行役員、白石事業所長

平成15年４月 当社執行役員常務、ファンクショ

ナルデバイス事業本部長、白石事

業所長

平成15年６月 当社取締役

平成17年６月 当社常務取締役

平成18年６月 当社代表取締役専務 

平成19年６月 当社代表取締役執行役員専務 

現在に至る

代表取締役
執行役員 

専務
松 本 邦 彦 昭和22年12月14日生

昭和46年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

5,000

平成12年４月 同社ＮＥＣネットワークスモバイ

ルワイヤレス事業本部モバイルワ

イヤレス事業企画部長

平成13年10月 ＮＥＣカスタムテクニカ㈱（現Ｎ

ＥＣパーソナルプロダクツ㈱）執

行役員

平成15年７月 ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱取

締役常務

平成17年４月 当社支配人

平成17年６月 当社常務取締役

平成18年６月 当社代表取締役常務

平成19年６月 当社代表取締役執行役員専務 

現在に至る

取締役
執行役員 

常務
佐 藤   暁 昭和24年５月12日生

昭和49年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

6,000

平成12年４月 同社ＮＥＣエレクトロンデバイス

電子部品事業本部電子部品事業推

進部長

平成14年４月 当社執行役員 経営企画部長

平成16年６月 当社執行役員常務 経営企画部長

平成17年６月 当社取締役経営企画部長

平成19年４月 当社取締役

平成19年６月 当社取締役執行役員常務  

現在に至る

取締役 執行役員 山 本 修 二 昭和23年７月３日生

昭和47年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

4,000

平成14年４月 同社ＮＥＣエレクトロンデバイス

システムＬＳＩ第四営業事業部長

平成16年４月 当社支配人

平成16年６月 当社執行役員

平成17年６月 当社取締役営業本部長

平成18年４月 当社取締役マーケティング本部長

平成19年４月 当社取締役

平成19年６月 当社取締役執行役員 

現在に至る



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所 有
株式数 
(株)

取締役

執行役員 

人事総務 

部長

長 原   博 昭和26年４月４日生

昭和49年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

1,000

平成５年７月  同社勤労厚生部本社支援部長

平成13年11月  同社人事部統括マネージャー

平成18年４月  当社執行役員総務人事部長

平成18年６月  当社取締役総務人事部長

平成19年６月  当社取締役執行役員人事総務部長

 現在に至る

取締役

執行役員 

ラミネート

電池事業推

進本部長

岡   英 雄 昭和28年５月23日生

昭和52年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

19,000

平成13年７月 同社ＮＥＣエレクトロンデバイス

電子部品事業本部電子部品事業推

進部第一販売促進部長

平成14年４月 当社エネルギーデバイス事業本部

キャパシタ事業部長

平成16年６月 当社エネルギーデバイス事業本部

長

平成18年４月 当社執行役員ソリューション 

技術部長

平成18年６月 当社取締役ソリューション 

技術部長 

平成18年12月 当社取締役ラミネート電池事業 

推進本部長

平成19年６月 当社取締役執行役員ラミネート 

電池事業推進本部長 

現在に至る

取締役 松 倉   肇 昭和36年12月12日生

昭和60年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

―

平成14年７月  同社経営革新推進室グループマネ  

 ージャー

平成17年４月  同社マーケティング企画本部長

平成17年６月  当社監査役

平成18年４月  日本電気㈱事業開発本部長代理 

 兼事業企画部長  

 現在に至る

平成19年６月  当社取締役  

 現在に至る

常勤監査役 坂 本 昭 雄 昭和18年９月25日生

昭和42年４月 日本電気㈱入社

（注） 
5

6,000

平成10年７月  同社支配人

平成11年６月  当社取締役

平成14年６月  当社執行役員常務

平成16年６月  当社取締役

平成17年６月  当社常勤監査役  

 現在に至る

常勤監査役 倉 田   信 昭和24年２月19日生

昭和46年４月 日本電気㈱入社

（注） 
6

―

平成４年７月 同社経理第一部我孫子経理部長

平成15年６月 ＮＥＣロジスティクス㈱ 

執行役員

平成16年６月 同社取締役執行役員

平成18年６月

平成19年６月

同社取締役執行役員常務

当社常勤監査役 

現在に至る

監査役 鎌 田   宏 昭和16年４月11日生

昭和40年４月 ㈱七十七銀行入行

（注） 
7

―

平成13年６月 同行専務取締役

平成13年６月 当社監査役  

現在に至る

平成14年６月 ㈱七十七銀行代表取締役副頭取

平成17年６月 同行代表取締役頭取  

現在に至る



  

 
  

(注) １ 取締役 松倉肇は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。 

２ 監査役 鎌田宏、池永薫、倉田信は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

３ 提出日現在の執行役員は次のとおりである。 

        執行役員社長    仲 田 武 彦           執行役員    斎 木 義 彦 
 執行役員専務    岡 部 政 和      執行役員    望 月   求 
 執行役員専務    松 本 邦 彦      執行役員  今 井 佑 信 
 執行役員常務   佐 藤   暁      執行役員  久 保 佳 実  
 執行役員     山 本 修 二      執行役員  小 山 茂 典 
 執行役員     長 原   博  
 執行役員     岡   英 雄  

  

     ４ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

     ５ 監査役 坂本昭雄の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。 

     ６ 監査役 倉田信、池永薫の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る

定時株主総会終結の時までであります。 

     ７ 監査役 鎌田宏の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所 有
株式数 
(株)

監査役 池 永   薫 昭和24年７月22日生

昭和48年４月 日本電気㈱入社

（注） 
6

―

平成８年７月  同社コンピュータ事業企画部 

 経理部長

平成14年７月  同社ＮＥＣソリューションズ 

 経理部長

平成16年４月  同社経理部長

平成19年４月 

 

 

平成19年６月

 同社支配人兼財務内部統制推進部長 

 兼経理部長 

 現在に至る

 当社監査役  

 現在に至る

計 88,000



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社グループは、会社経営の基本方針として、継続的な成長を図り、企業価値を高めていくことを経営

の 大の課題と位置付け、その実現のために顧客、株主、従業員、地域社会等のステークホルダー（利害

関係者）と良好な関係を築くとともに、経営管理の組織や仕組みを整備し、コーポレート・ガバナンスの

強化を図っております。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①取締役・取締役会 

当社の取締役は８名で、内１名は社外取締役であり親会社である日本電気株式会社の使用人が就任

しております。 

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。 

取締役会は、当該８名の取締役で構成されており、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨

時に開催し、機動的な意思決定を行っております。 

また、取締役の経営責任を明確にするため、その任期を１年としております。 

②執行役員 

当社は、執行役員制度による業務執行体制を明確化するため、平成19年６月28日に開催された第98

回定時株主総会で定款を変更した上で、役付取締役制度を廃止し、取締役（社外取締役を除く）は、

執行役員を兼務することとしました。 

③経営会議 

取締役会または代表取締役の意思決定に資するため、重要な事項については、取締役および執行役

員から構成される経営会議において審議しております。 

④監査役・監査役会 

当社は、監査役設置会社であります。監査役は、取締役の職務執行全般の適法性を監査しておりま

す。 

監査役会は４名で構成されております。監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める経営会

議を始め、当社の重要な会議に出席しております。社外監査役３名中２名は、主要取引銀行の株式会

社七十七銀行の役員と、親会社である日本電気株式会社の使用人が就任しております。 

常勤監査役は、国内外にある当社の子会社の監査役も兼ねており、内部監査部門（監査室）と連携

を密にしながら、当社グループ全体のコンプライアンスの状況、リスク対応などを含め、定期的な業

務監査を実施しており、また、会計監査人とも連携をとりながら会計監査も行っております。 

さらに、常勤監査役は、定期的に監査役会を開催し、重要な会議、委員会などの状況、日常監査の

状況などを社外監査役とともに、適宜協議しております。 

⑤責任限定契約 

当社は、定款第26条および第33条に基づき社外取締役松倉肇および社外監査役鎌田宏、池永薫との

間で責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は、次のとおりであります。 

（責任限定契約の内容の概要） 

 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく責任の限度額は、240万円ま

たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。 

⑥情報開示 

当社は、四半期開示を含め早期の決算発表を心がけているほか、中間期・期末期のタイミングで年

２回の会社説明会を開催して、業績、中期計画や新製品などにつき説明する機会を設けるなど、適時



適切な情報開示に努めております。また、東京証券取引所への適時開示の適正性を確保するため

「リスク管理委員会」の下部組織として「開示分科会」を設置しております。 

  

  

 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

①当社グループの経営に重大な影響を与える事象および経営の見通しを不確実にする事象（以下「リス

ク」と総称する。）に対し、適時適切に対処していくため、代表取締役社長を委員長とする「リスク

管理委員会」を通じて、リスクへの対応やリスクに係る重要方針についての立案、推進を図っており

ます。 

②リスクとなりうる要因のうち、部門横断的または専門的に活動する必要がある「震災」、「情報開

示」、「情報セキュリティ」の３要因については、「リスク管理委員会」のもとに個別に設置した３

つの分科会を通じて、より具体的な対応を図っております。 

  

(3) 役員報酬の内容 

①取締役及び監査役の年間報酬総額 

 取締役の年間報酬総額 164百万円（うち社外取締役 １百万円） 

 監査役の年間報酬総額  38百万円（うち社外監査役 ２百万円） 

（注）当期中の退任取締役３名に対する報酬を含んでおります。 

②利益処分による取締役賞与金 

取締役         45百万円 

  

(4) 監査報酬の内容 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   147百万円 

なお、上記報酬には、親会社の監査人から送付された監査指示書に従って実施した手続業務に係る報

酬を含んでおります。 

上記以外の報酬はありません。 

  



(5) 内部監査および監査役監査の状況 

内部監査につきましては、監査室が内部統制システムの有効性の検証を行っており、人員は６名とな

っております。 

監査役監査につきましては、現在４名の監査役のうち、３名を社外監査役とし、より公正な監査が実

施できる体制にしております。原則として年４回、また必要に応じて随時、監査役会を開催しておりま

す。 

  

(6) 社外取締役および社外監査役との関係 

①社外取締役 

 
  

②社外監査役 

 

（注）１ 社外監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行は、当事業年度末日現在、当社株式を542千株

（所有株式割合で0.48％）所有し、当社は同行の株式を151千株（所有株式割合で0.04％）所有しておりま

す。なお、本人との資本的関係はありません。 

２ 社外監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行と当社は、主に設備資金などの借入取引を行っ

ておりますが、同行と当社とは他法人と同等の取引条件によっております。なお、本人との取引関係はありま

せん。 

  

(7) 会計監査の状況 

会計監査につきましては、会社法および証券取引法の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表につ

いて、あずさ監査法人により監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。 

①業務を執行した公認会計士の氏名 

沖  恒弘（あずさ監査法人） 

佐藤 孝夫（あずさ監査法人） 

住田 清芽（あずさ監査法人） 

②監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 28名 

会計士補  ７名 

その他   ６名 

  

氏名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係

松倉 肇 親会社の従業員 ― ― ―

氏名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係

鎌田 宏 取引銀行の代表取締役 （注１） （注２） ―

倉田 信 ― ― ― ―

池永 薫 親会社の従業員 ― ― ―



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで)及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年

４月１日から平成19年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,980 4,684

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４ 25,624 23,698

 ３ たな卸資産 22,743 23,152

 ４ 繰延税金資産 4,206 3,766

 ５ その他 2,795 1,843

   貸倒引当金 △144 △139

   流動資産合計 62,206 52.6 57,005 48.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※２ 
※３

37,968 40,064

     減価償却累計額 26,108 11,860 27,143 12,920

  (2) 機械装置及び運搬具 ※２ 81,409 89,132

     減価償却累計額 56,086 25,323 60,728 28,403

  (3) 土地 ※３ 4,907 4,952

  (4) 建設仮勘定 3,583 4,214

  (5) その他 ※２ 11,610 11,728

     減価償却累計額 9,777 1,833 9,835 1,892

   有形固定資産合計 47,508 (40.2) 52,384 (44.2)

 ２ 無形固定資産 ※２ 2,043 (1.7) 2,201 (1.9)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 2,105 2,019

  (2) 長期貸付金 10 15

  (3) 繰延税金資産 3,236 3,852

  (4) その他 1,149 1,066

     貸倒引当金 △58 △9

   投資その他の資産合計 6,443 (5.5) 6,943 (5.8)

   固定資産合計 55,995 47.4 61,529 51.9

   資産合計 118,202 100.0 118,535 100.0



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※４ 18,018 20,926

 ２ 短期借入金
※３ 
※７

19,150 18,523

 ３ 未払法人税等 420 497

 ４ 未払消費税等 267 ─

 ５ 未払費用 2,848 3,462

 ６ 賞与引当金 2,462 2,505

 ７ 製品引取損失引当金 ─ 2,803

 ８ その他 4,972 4,572

   流動負債合計 48,140 40.7 53,290 45.0

Ⅱ 固定負債

 １ 新株予約権付社債 15,000 15,000

 ２ 長期借入金
※３ 
※７

21,588 18,589

 ３ 繰延税金負債 6 20

 ４ 退職給付引当金 4,372 4,934

 ５ 役員退職慰労引当金 140 76

 ６ 連結調整勘定 1,309 ─

 ７ その他 1,315 1,264

   固定負債合計 43,733 37.0 39,884 33.6

   負債合計 91,873 77.7 93,175 78.6

(少数株主持分)

  少数株主持分 22 0.0 ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※５ 12,990 11.0 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 11,064 9.4 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 2,192 1.9 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 330 0.3 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定 △213 △0.2 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※６ △58 △0.1 ― ―

   資本合計 26,305 22.3 ― ―

   負債、少数株主持分
   及び資本合計

118,202 100.0 ― ―



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 12,990

 ２ 資本剰余金 ― 11,064

 ３ 利益剰余金 ― △180

 ４ 自己株式 ― △67

   株主資本合計 ― ― 23,807 20.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価
   差額金

― 275

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 8

 ３ 為替換算調整勘定 ― 1,232

   評価・換算差額等合計 ― ― 1,515 1.3

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 37 0.0

   純資産合計 ― ― 25,360 21.4

   負債及び純資産合計 ― ― 118,535 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 121,274 100.0 135,864 100.0

Ⅱ 売上原価 94,030 77.5 110,745 81.5

   売上総利益 27,244 22.5 25,118 18.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 22,486 18.6 20,345 15.0

   営業利益 4,757 3.9 4,772 3.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 27 93

 ２ 為替差益 ― 378

 ３ 持分法による投資利益 128 120

 ４ 負ののれん償却額 ― 1,359

 ５ 連結調整勘定償却額 1,361 ―

 ６ その他 477 1,993 1.6 315 2,267 1.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,162 1,142

 ２ 為替差損 101 ─

 ３ その他 587 1,851 1.5 574 1,716 1.3

   経常利益 4,899 4.0 5,323 3.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 497 141

 ２ 投資有価証券売却益 523 ─

 ３ 事業移転利益 ※３ ― 1,021 0.9 151 293 0.2



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※４ 5 88

 ２ 固定資産除却損 ※５ 395 1,445

 ３ 投資有価証券評価損 ― 37

 ４ 早期退職制度加算金 577 56

 ５ 転進支援費用 ※６ 24 ─

 ６ 減損損失 ※７ 800 58

 ７ 土地整備費用 ─ 311

 ８ 事業移転損失 ※８ ― 229

 ９ たな卸資産廃棄損 ※９ 131 1,477

 10 たな卸資産評価損 ※10 ─ 293

 11 製品引取損失引当金
   繰入額

※10 ─ 2,453

 12 関係会社株式売却損 12 ─

 13 関係会社株式評価損 29 ─

 14 ゴルフ会員権評価損 ― 1,976 1.6 7 6,458 4.7

   税金等調整前当期純利益
   又は税金等調整前
   当期純損失（△）

3,944 3.3 △841 △0.6

   法人税、住民税
   及び事業税

849 1,192

   法人税等調整額 2,159 3,009 2.5 △174 1,017 0.8

   少数株主利益 13 0.0 14 0.0

   当期純利益又は
   当期純損失（△）

921 0.8 △1,873 △1.4



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 11,064

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 自己株式処分差益 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高 11,064

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,616

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 921

 ２ 連結子会社増加に伴う 
   利益剰余金増加高

153 1,074

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 453

 ２ 役員賞与 45 498

Ⅳ 利益剰余金期末残高 2,192



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月29日定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 12,990 11,064 2,192 △58 26,188

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △453 △453

 利益処分による役員賞与 △45 △45

 当期純損失 △1,873 △1,873

 自己株式の取得 △9 △9

 自己株式の処分 0 0 0

 株主資本以外の項目の  
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計(百万円) － 0 △2,372 △8 △2,381

平成19年３月31日残高(百万円) 12,990 11,064 △180 △67 23,807

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

平成18年３月31日残高(百万円) 330 － △213 22 26,328

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △453

 利益処分による役員賞与 △45

 当期純損失 △1,873

 自己株式の取得 △9

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△55 8 1,445 14 1,413

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △55 8 1,445 14 △968

平成19年３月31日残高(百万円) 275 8 1,232 37 25,360



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純利益 
   又は税金等調整前当期純損失（△）

3,944 △841

 ２ 減価償却費 7,562 8,150

 ３ 減損損失 800 58

 ４ 負ののれん償却額 ─ △1,359

 ５ 連結調整勘定償却額 △1,361 ─

 ６ 退職給付引当金の増加・減少（△）額 △550 718

 ７ 受取利息 △27 △93

 ８ 支払利息 1,162 1,142

 ９ 為替差益（△）・為替差損 62 5

 10 持分法による投資利益 △128 △120

 11 投資有価証券売却益 △523 ─

 12 投資有価証券評価損 ─ 37

 13 固定資産売却益 △497 △141

 14 固定資産売却損 5 88

 15 固定資産除却損 395 1,445

 16 ゴルフ会員権評価損 ─ 7

 17 事業移転利益 ─ △151

 18 事業移転損失 ─ 110

 19 売上債権の増加（△）・減少額 △3,041 2,440

 20 たな卸資産の増加（△）・減少額 △4,508 26

 21 仕入債務の増加・減少（△）額 2,264 1,979

 22 その他流動資産の増加（△）・減少額 497 873

 23 未払費用の増加・減少（△）額 483 785

 24 その他流動負債の増加・減少（△）額 △237 △504

 25 製品引取損失引当金の増加額 ─ 2,803

 26 その他 △435 △37

    小計 5,866 17,423

 27 利息及び配当金の受取額 40 147

 28 利息の支払額 △1,012 △1,387

 29 法人税等の支払額 △919 △1,189

 30 早期退職制度加算金の支払額 △577 △56

 31 転進支援金の支払額 △24 ─

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,371 14,937



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の売却による収入 662 ─

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △9,843 △12,582

 ３ 有形固定資産の売却による収入 1,942 184

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △355 △496

 ５ 持分法適用会社売却による収入 428 ─

 ６ 短期貸付金の増加（△）・減少額 17 ─

 ７ 事業移転による収入 ※３ ― 965

 ８ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   売却による収入

※２ ― 8

 ９ その他 △145 184

   投資活動によるキャッシュ・フロー △7,293 △11,736

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減（△）額 △3,629 2,170

 ２ 長期借入による収入 5,822 6,242

 ３ 長期借入金返済による支出 △11,992 △12,870

 ４ 新株予約権付社債の発行による収入 14,990 ─

 ５ ファイナンスリース債務の
   返済による支出

△449 △520

 ６ 配当金の支払額 △453 △453

 ７ その他 △8 △8

   財務活動によるキャッシュ・フロー 4,278 △5,439

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 41 58

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 399 △2,181

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,088 6,863

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び
  現金同等物の影響額

375 ─

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,863 4,682



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社数 29社

  主要な連結子会社

  NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NEC TOK-

  IN Electronics (Thailand)Co.,Ltd.、NECトーキン

  岩手㈱、NEC TOKIN Electronics (Philippines)

  Inc.、NEC東金電子(厦門)㈲、NEC TOKIN Singapore

  Pte. Ltd.、NEC TOKIN Hong Kong Ltd.

   前連結会計年度まで連結の対象としていた台湾恩

益禧東金電子(股)は平成17年３月31日付で全持分を

売却したため、当連結会計年度より連結の範囲から

除外している。

   また、トーキン商工㈱、NECトーキンロジスティ

クス㈱、NECトーキン物産㈱、NECトーキンテクノサ

ー ビ ス ㈱、㈱ ト ー キ ン、NEC  TOKIN  Shenzhen 

Co.,Ltd.、NEC  TOKIN  Shanghai  Co.,Ltd.、NEC 

TOKIN International Procurement(HK) Co.,Ltd.の

８社について、全部連結の原則に従い、当連結会計

年度より、連結の範囲に含めることとした。

 (1) 連結子会社数  27社

  主要な連結子会社

  NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.、NEC

東金電子(呉江)㈲、NEC東金電子(厦門)㈲、NEC  

TOKIN  Electronics  (Vietnam)  Co.,Ltd.、  NEC 

TOKIN  Electronics  (Philippines)  Inc.、NEC 

TOKIN Singapore Pte.Ltd.、NEC TOKIN Hong Kong 

Ltd.、台湾恩益禧東金(股)  

 NT Sales Hong Kong Ltd.は平成18年４月21日付

で、NEC TOKIN Korea Co.,Ltd.は平成18年12月14日

付で新たに設立したため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めることとした。  

 前連結会計年度まで連結の対象としていたNECト

ーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン兵

庫㈱、NECトーキン岩手㈱の４社は、平成18年４月

１日付で当社に吸収合併しており、当連結会計年度

より、連結の範囲から除外している。  

 また、トーキン商工㈱については、平成18年７月

１日付で当社に吸収合併しているが、合併時までの

損益については連結に含めている。  

 北光電子㈱については、平成18年９月１日付で全

株式を売却しているが、売却時までの損益について

は連結に含めている。

 (2) 非連結子会社

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

 (2) 非連結子会社

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社

清算中であり、当社の支配力が実質的に及ばないた

め、連結の範囲より除外している。

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

      Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社

清算中であり、当社の支配力が実質的に及ばないた

め、連結の範囲より除外している。 

 なお、Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

は、平成19年１月22日に清算を結了した。 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関係会社  (1) 持分法を適用した関係会社

   関連会社

   日本イットリウム㈱、東北化工㈱の２社

   関連会社

   日本イットリウム㈱の１社

   東北化工㈱は、平成18年３月末で全株式を売却し

た。なお、売却時までの損益については、持分法

を適用している。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

      Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

 (3) 上記(2)の会社について持分法を適用しない理由

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社

清算中であり、かつ重要性がないため、持分法の適

用から除外している。

 (3) 上記(2)の会社について持分法を適用しない理由

      Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社

清算中であり、かつ重要性がないため、持分法の適

用から除外している。 

 なお、Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

は、平成19年１月22日に清算を結了した。 

  



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社のうちNEC東金電子(厦門)㈲、NEC東金電

子(呉江)㈲、NEC TOKIN Shenzhen Co.,Ltd.及びNEC 

TOKIN Shanghai Co.,Ltd.の決算日は、12月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たって、上記４社につい

ては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用している。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

     同 左

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ①有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      決算日の市場価格等に基づく時価法

      (評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によっている。)

  ①有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      決算日の市場価格等に基づく時価法

      (評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によっている。)

     時価のないもの

      移動平均法に基づく原価法

     時価のないもの

      同 左

   ②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

    時価法

   ②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

     同 左

   ③たな卸資産

    主として先入先出法に基づく原価法

   ③たな卸資産

     同 左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ①有形固定資産

   定率法

   ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物

附属設備を除く。)については、定額法による。

   なお、主な耐用年数は次のとおりである。

    建物及び構築物      24～38年

    機械装置及び運搬具    ４～10年

  ①有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建

物附属設備を除く。)については、定額法による。

   なお、主な耐用年数は次のとおりである。

    建物及び構築物      15～38年

    機械装置及び運搬具    ４～12年

  ②無形固定資産

   定額法

   ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

る。

  ②無形固定資産

   定額法

   ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

る。

 

   なお、減価償却実施額は次のとおり処理してい

る。

製造費用 6,617百万円

販売費及び一般管理費 831

営業外費用 113

7,562

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費  

   一括償却

─────



前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基準  (4) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

   売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるた

め設定しており、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してい

る。

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。

販売費及び一般管理費 26百万円

  ①貸倒引当金

   売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるた

め設定しており、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してい

る。

  ②賞与引当金

   従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当期に見合う分を計上している。

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。

製造費用 1,555百万円

販売費及び一般管理費 906

2,462

  ②賞与引当金

   従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

いる。

─────

  ③役員賞与引当金

   役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計

上している。

  （会計方針の変更）

   当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用している。

   ただし、当連結会計年度に対する役員賞与の支給

見込みがないため、引当金の計上はしていない。

─────

  ④製品引取損失引当金

   顧客からの製品引取要請に伴って発生する損失に

備えるため、当連結会計年度末における損失見込額

を計上している。

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。

売上高戻入に伴う売上総損失 349百万円

特別損失 2,453

2,803

  ⑤退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上している。

   会計基準変更時差異は、主として15年による均等

額を費用処理している。

   過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理することとしている。

   数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしている。

  ⑤退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上している。

   会計基準変更時差異は、主として15年による均等

額を費用処理している。

   過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理することとしている。

   数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしている。

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。

 

製造費用 1,463百万円

販売費及び一般管理費 1,162

特別損失 577

3,204



  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  ⑥役員退職慰労引当金   ⑥役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職

慰労金内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上

している。

   役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職

慰労金内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上

している。

 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。

販売費及び一般管理費 43百万円

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。

(5) 重要なリース取引の処理方法
   同 左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法  (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用している。

   なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っている。

   また、金利スワップについては、特例処理の要件

を満たしているので、特例処理を採用している。

  ①ヘッジ会計の方法

    同 左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段 為替予約等・金利スワップ

   ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等・借入金の利

息

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段 為替予約・通貨オプション・ 

金利スワップ

   ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等・借入金の利

息

  ③ヘッジ方針

   外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目

的で為替予約取引等を行い、また、借入金の金利変

動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行って

いる。

  ③ヘッジ方針

    外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引および通貨オプション取引を

行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約ごとに行っている。

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理 

    税抜方式によっている。 

 

   消費税等の会計処理 

    同 左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   同 左

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

  連結調整勘定は、５年間で均等償却をしている。

６ 負ののれんの償却に関する事項

 負ののれんは、５年間で均等償却している。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

  連結剰余金計算書における利益処分額については、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて計上し

ている。

─────



  

 
  

(会計処理の変更) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金、ＣＭＳ制度預け金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投資

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   同 左

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用している。

 これにより税金等調整前当期純利益が800百万円減少

している。

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してい

る。

─────

─────

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用している。  

 これによる損益に与える影響はない。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

25,314百万円である。  

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成している。

─────
（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正）

 当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会 終改正平成18年８月

11日 企業会計基準適用指針第２号)を適用している。  

 これによる損益に与える影響はない。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成している。



 
  

(表示方法の変更) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────
（企業結合に係る会計基準等）

 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委

員会 終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針

第10号)を適用している。  

 これによる損益に与える影響はない。

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「早期退職制度加算金

の支払額」は、重要性が増したため、当連結会計年度に

おいて区分掲記することに変更した。

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「早期退職制度加算金

の支払額」は、50百万円である。

（連結貸借対照表）

  当連結会計年度から、「未払消費税等」(当連結会計

年度 63百万円)は、金額が僅少となったため、流動

負債の「その他」に含めて表示している。

（連結損益計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から

「負ののれん償却額」と表示している。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１ 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「負

ののれん償却額」と表示している。

２ 当連結会計年度から、「短期貸付金の増加(△)・減少

額」(当連結会計年度 △0百万円)は、金額が僅少と

なったため、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示している。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

投資有価証券(株式) 694百万円 投資有価証券(株式) 735百万円

※２ 取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益

※２ 取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 24

有形固定資産(その他) 14

無形固定資産 0

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 24

有形固定資産(その他) 1

無形固定資産 0

※３ 担保に供している資産は、次のとおりである。 ※３ 担保に供している資産は、次のとおりである。

 

資産
金額 

(百万円)
担保権の種類

建物及び構築物 335
工場財団抵当権

土地 2

計 338
 

資産
金額

(百万円)
担保権の種類

建物及び構築物 265
工場財団抵当権

土地 2

計 268

   同上に対する借入金    同上に対する借入金

 

短期借入金 1,263 (百万円)

長期借入金 199

計 1,462
  

短期借入金 149 (百万円)

長期借入金 50

計 199

※４ 連結会計年度末日満期手形の処理

―――――    当連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行われたものとして処理してい

る。

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行

われたものとして処理している。

 受取手形            4百万円 
    支払手形           230

※５ 提出会社の発行済株式総数

 
普通株式 113,516,066株 ―――――

※６ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数 ―――――

 
普通株式 107,524株

 

※７ 当社において、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関８社と限度額25,000百万円の短期

型貸出コミットメントライン契約を、長期の資金需

要に対する備えとして、取引金融機関10社と限度額

10,000百万円の長期型貸出コミットメントライン契

約を締結している。当連結会計年度末における貸出

コミットメントラインに係る借入金実行残高等は次

のとおりである。

貸出コミットメントラインの総額 35,000百万円

借入実行残高 －

差引額 35,000
 

※７ 当社において、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関８社と限度額10,000百万円の短期

型貸出コミットメントライン契約を、長期の資金需

要に対する備えとして、取引金融機関10社と限度額

10,000百万円の長期型貸出コミットメントライン契

約を締結している。当連結会計年度末における貸出

コミットメントラインに係る借入金実行残高等は次

のとおりである。 

貸出コミットメントラインの総額 20,000百万円

借入実行残高 300

差引額 19,700



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ このうち販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりである。

※１ このうち販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりである。

 

運賃及び荷造費 1,706百万円

給料諸手当 5,704

研究開発費 3,455

 

運賃及び荷造費 1,775百万円

貸倒引当金繰入額 37

給料諸手当 5,250

賞与引当金繰入額 828

退職給付引当金繰入額 952

役員退職慰労引当金繰入額 25

減価償却費 708

研究開発費 3,244

   当期製造費用には研究開発費は含まれていない。

   なお、減価償却費及び引当金繰入額については、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」の４(2)及び(4)に記載している。

   当期製造費用には研究開発費は含まれていない。

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※２ 固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。

 

機械装置及び運搬具 69百万円

土地 417

建設仮勘定 0

有形固定資産(その他) 9

497
 

機械装置及び運搬具 15百万円

土地 3

建設仮勘定 7

有形固定資産(その他) 14

無形固定資産 100

―――――

 

※３ 事業移転利益の内容は次のとおりである。

光デバイス事業譲渡に伴う移

転利益
151百万円

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりである。 ※４ 固定資産売却損の主な内容は次のとおりである。

 

機械装置及び運搬具 5百万円

有形固定資産(その他) 0

5
 

機械装置及び運搬具 78百万円

建設仮勘定 9

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 ※５ 固定資産除却損の主な内容は次のとおりである。

 

建物及び構築物 23百万円

機械装置及び運搬具 137

建設仮勘定 212

有形固定資産(その他) 22

395
 

建物及び構築物 222百万円

機械装置及び運搬具 857

建設仮勘定 348

有形固定資産(その他) 17

※６ 転進支援費用

   当社において、「キャリア支援プラン」により退

職した従業員の再就職支援に係る支出である。

―――――



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※７ 減損損失

   当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上した。

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休 広島県 土地 74

東広島市 建物 274

遊休 宮城県
土地 450

白石市

計 800

 

※７ 減損損失

   当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上した。

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休 宮城県 建物 14

仙台市 土地 8

遊休 宮城県
土地 15

伊具郡

遊休 宮城県
無形固定資産 20

仙台市他

計 58

 （経緯）

   上記のうち広島県東広島市の土地および建物につ

いては、事業の再編成に伴い遊休資産となってい

る。また、宮城県白石市の土地については当初工場

用地として取得していたが、現在遊休資産となって

いる。

   いずれの資産も、不動産鑑定評価額が資産簿価を

下回り、地価も著しく下落しているため、減損損失

を認識した。

 （経緯）

   上記のうち宮城県仙台市の建物及び土地について

は、当連結会計年度において遊休資産となり、不動

産鑑定評価額が資産簿価を下回っていたため、減損

損失を認識した。当該資産は、平成19年３月に売却

した。

   また、宮城県伊具郡に所有する土地については、

現在遊休資産となっており、地価が著しく下落して

いるため、減損損失を認識した。

   また、宮城県仙台市他の無形固定資産について

は、帳簿価額が正味売却価額まで回復が見込まれな

いと判断し、減損損失を認識した。

 （グルーピングの方法）

   会社単位で、複数事業がある会社については事業

単位とする。また、将来の使用が見込まれていない

遊休資産については個々の物件単位でグルーピング

をしている。

 （グルーピングの方法）

   同 左

 （回収可能価額の算定方法等）

   正味売却価額、不動産鑑定評価基準

 （回収可能価額の算定方法等）

   同 左

※８ 事業移転損失の内容は次のとおりである。

   子会社を売却した際の株式の売却損及び退職金の

積立不足に関する補填

―――――

 

関係会社株式売却損 110百万円

退職給付関連追加費用 119

229

―――――
※９ たな卸資産廃棄損

   事業構造改革の一環として実施した製品構成の見

直し等による廃棄損である。



 
  

  

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加         14千株 

減少数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の売渡請求に基づく処分による減少   0千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   純資産の部に計上されていない新株予約権であるため、記載を省略している。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    該当事項はない。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――

※10 製品引取損失引当金繰入額およびたな卸資産評価

損

   当社内の製造指示の不手際により、仕様と異なる

製品を製造したことを原因として、顧客からの製品

引取要請に伴って発生する損失見込額および当該製

品の評価損である。

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 113,516 － － 113,516

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 107 14 0 121

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 453 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日



次へ 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,980百万円

預入期間が３ケ月を超える
定期預金

△117

現金及び現金同等物 6,863

現金及び預金勘定 4,684百万円

預入期間が３ケ月を超える
定期預金

△1

現金及び現金同等物 4,682

―――――

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

   株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

連結除外時点の資産及び負債の主な内訳並びに連結

範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入との

関係は次の通りである。

 北光電子株式会社

 

流動資産 165百万円

固定資産 212

流動負債 △51

固定負債 △164

少数株主 0

評価差額金 △3

事業整理損 △110

子会社株式の売却価額 49

子会社の現金及び現金同等物 △41

差引：子会社売却による収入 8

―――――

※３ 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡によ

り減少した資産及び負債の主な内訳

 （事業の譲渡）

光デバイス事業

 

流動資産 381百万円

固定資産 438

事業移転利益 151

事業の譲渡の対価 971

諸費用の現金及び現金同等物 △ 6

差引：事業移転による収入 965

 ４ 重要な非資金取引の内容

―――――    当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ

485百万円である。



(リース取引関係) 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び 
運搬具

3,746 2,209 1,537

(有形固定資産) 
その他

929 563 365

4,675 2,773 1,902

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具

4,228 2,679 1,548

(有形固定資産)
その他

1,260 365 894

5,489 3,045 2,443

 (2) 未経過リース料期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 869 百万円

１年超 1,089

1,959
 

１年以内 1,581 百万円

１年超 901

2,483

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息

相当額

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息

相当額

 

支払リース料 1,140 百万円

減価償却費相当額 1,050

支払利息相当額 67
 

支払リース料 1,097 百万円

減価償却費相当額 1,002

支払利息相当額 73

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。

  利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっている。

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

   同 左

  利息相当額の算定方法

   同 左

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引

 未経過リース料  未経過リース料

 

１年以内 2 百万円

１年超 4

6
 

１年以内 1 百万円

１年超 3

4



(有価証券関係) 

Ⅰ 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

 なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、時価の下落率が30％以上50％未満の場合には、当該個別銘柄の連結会計年度末日以

前過去１年間の時価の推移により、一定のルールに基づいて減損処理を行っている。 

  

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 394 998 603

小計 394 998 603

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 265 213 △51

その他 49 49 △0

小計 315 262 △52

合計 709 1,261 551

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

662 523 ―

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 150

合計 150



Ⅱ 当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損37百万円を計上している。 

 なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、時価の下落率が30％以上50％未満の場合には、当該個別銘柄の連結会計年度末日以

前過去１年間の時価の推移により、一定のルールに基づいて減損処理を行っている。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 381 848 467

小計 381 848 467

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 264 260 △3

その他 47 44 △2

小計 311 305 △6

合計 693 1,154 461

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 129

合計 129



次へ 

(デリバティブ取引関係) 

 １ 取引の状況に関する事項 

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1)通貨関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  為替予約取引の期末時価は先物為替相場によっている。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等

  通常の外貨建営業取引に係る輸出実績を踏まえ、将

来の為替レートの変動リスクを回避する目的で為替予

約取引を、また、借入金の金利変動リスクをヘッジす

る目的で金利スワップ取引を行っている。

(1) 取引の内容及び利用目的等

  通常の外貨建営業取引に係る輸出実績を踏まえ、将

来の為替レートの変動リスクを回避する目的で為替予

約取引および通貨オプション取引を、また、借入金の

金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引

を行っている。  

(2) 取引に対する取組方針

  当社及び連結子会社の利用するデリバティブ取引

は、ヘッジを目的としているため、実需原則を基本と

し、債権債務の範囲内で行うこととしており、投機を

目的とするデリバティブ取引は行わない。

(2) 取引に対する取組方針 

  同 左

(3) 取引に係るリスクの内容

  為替予約取引においては為替相場の変動によるリス

ク、金利スワップ取引においては市場金利の変動によ

るリスクをそれぞれ有している。

  なお、当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契

約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため相

手先の契約不履行によるリスクはほとんどない。

(3) 取引に係るリスクの内容

  為替予約取引及び通貨オプションにおいては為替相

場の変動によるリスク、金利スワップ取引においては

市場金利の変動によるリスクをそれぞれ有している。

  なお、当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契

約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため相

手先の契約不履行によるリスクはほとんどない。

(4) 取引に係るリスク管理体制

  当社のデリバティブ取引の実行及び管理は、「デリ

バティブ取引規程」に従い、経理部が行っている。

  経理部長は、デリバティブ取引を実行する場合、取

引限度額等について事前に包括的に取締役会の承認を

得なければならず、また取引の実績についても取締役

会に報告することとなっている。また、連結子会社は

これに準じてリスク管理を行っている。

(4) 取引に係るリスク管理体制

  当社のデリバティブ取引の実行及び管理は、「デリ

バティブ取引管理規程」に従い、経理部が行ってい

る。  

 経理部長は、デリバティブ取引を実行する場合、取

引限度額等について事前に包括的に取締役会の承認を

得なければならず、また取引の実績についても取締役

会に報告することとなっている。また、連結子会社は

これに準じてリスク管理を行っている。 

 

種 類

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

契約額等
(百万円)

契約額等 
のうち 
１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損
（△）益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損
（△）益 
(百万円)

為替予約取引 

 売建 米ドル 3,699 ― 3,727 △28 5,255 ― 5,216 38

 買建 米ドル ― ― ― ― 826 ― 825 △1

合  計 ― ― ― △28 ― ― ― 37



(退職給付関係) 

Ⅰ 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

 １ 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、当社及び連結子会社11社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けてい

る。 

また、当社及び連結子会社１社は規約型確定給付企業年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似

制度）を採用しており、連結子会社８社は適格退職年金制度を採用している。 

  

 ２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

 ３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
(注) １ 受入出向者に係る退職給付費用71百万円は、「イ 勤務費用」に計上している。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

３ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。 

  

項  目 金額(百万円)

イ 退職給付債務 △23,414

ロ 年金資産 9,732

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △13,681

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 5,458

ホ 未認識過去勤務債務 617

ヘ 未認識数理計算上の差異 3,233

ト 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △4,372

項  目 金額(百万円)

イ 勤務費用 1,332

ロ 利息費用 511

ハ 期待運用収益 △133

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 607

ホ 過去勤務債務の費用処理額 44

ヘ 数理計算上の差異の費用処理額 265

ト 臨時に支払った割増退職金等 577

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 3,204



 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

  

Ⅱ 当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 １ 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、当社及び連結子会社５社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けてお

り、当社及び連結子会社１社は規約型確定給付企業年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似制

度）を採用しており、連結子会社２社は税制適格退職年金制度を採用している。 

平成18年４月１日付で当社が吸収合併した国内生産子会社４社の従業員の退職一時金制度について、

平成18年10月１日より当社の退職金規程を適用しており、また、被合併会社各社が採用していた税制適

格年金制度について解約し、同日付で当社の規約型確定給付企業年金制度に統合している。 

当該制度の変更に伴い、退職給付会計における退職給付債務が６億30百万円、年金資産が１億79百万

円それぞれ増加し、過去勤務債務が４億51百万円発生している。なお、当該過去勤務債務は発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理している。 

また、当社及び連結子会社１社において、平成19年４月1日付けで退職一時金規程を改定し、退職一

時金の将来分の一部について、企業型確定拠出年金制度(NECグループ企業型年金)を導入している。 

当該制度の変更に伴い、退職給付会計における退職給付債務が12億35百万円減少し、同額の過去勤務

債務が発生している。なお、当該過去勤務債務は発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により処理している。 

  

 ２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 主として２％

ハ 期待運用収益率 主として２％

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年

ホ 過去勤務債務の額の処理年数

主として15年（発生時の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、費用処理すること
としている。）

ヘ 数理計算上の差異の処理年数 主として15年(発生時の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、翌連結会計年度か
ら費用処理することとしてい
る。)

項  目 金額(百万円)

イ 退職給付債務 △22,564

ロ 年金資産 10,647

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △11,917

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 4,836

ホ 未認識過去勤務債務 △226

ヘ 未認識数理計算上の差異 2,373

ト 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △4,934



 ３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
(注) １ 受入出向者に係る退職給付費用39百万円は、「イ 勤務費用」に計上している。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

  

 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

項  目 金額(百万円)

イ 勤務費用 1,232

ロ 利息費用 453

ハ 期待運用収益 △185

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 619

ホ 過去勤務債務の費用処理額 59

ヘ 数理計算上の差異の費用処理額 295

ト 臨時に支払った割増退職金等 56

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 2,529

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 主として２％

ハ 期待運用収益率 主として２％

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年

ホ 過去勤務債務の額の処理年数

主として15年（発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、費用処理すること

としている。）
ヘ 数理計算上の差異の処理年数 主として15年(発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてい

る。)



(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

  流動資産

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

  流動資産

 

繰越欠損金 2,210百万円

賞与引当金 952

固定資産除却損 339

たな卸資産評価減 376

その他 1,035

繰延税金資産合計 4,913

評価性引当額 △661

繰延税金負債相殺 △46

繰延税金資産純額 4,206

 

繰越欠損金 649百万円

賞与引当金 956

たな卸資産評価減 556

固定資産除却損 330

外国税額控除 737

製品引取損失引当金 1,131

その他 386

繰延税金資産小計 4,748

評価性引当額 △974

繰延税金負債相殺 △8

繰延税金資産純額 3,766

  固定資産   固定資産

 

退職給付引当金 1,662百万円

減損損失 315

投資有価証券評価減 64

繰越欠損金 1,564

外国税額控除 737

その他 438

繰延税金資産合計 4,782

評価性引当額 △1,310

繰延税金負債相殺 △235

繰延税金資産純額 3,236
 

繰越欠損金 2,384百万円

外国税額控除 1,027

退職給付引当金 1,933

減損損失 325

投資有価証券評価減 74

その他 239

繰延税金資産小計 5,985

評価性引当額 △1,485

繰延税金負債相殺 △648

繰延税金資産純額 3,852

 繰延税金負債

  流動負債

 繰延税金負債

  流動負債

 

連結修正による貸倒引当金の
調整

3百万円

特別償却準備金 11

未収還付税金 8

その他 25

繰延税金負債合計 48

繰延税金資産相殺 △46

繰延税金負債純額 2
 

 

連結修正による貸倒引当金の
調整

2百万円

その他 7

繰延税金負債小計 10

繰延税金資産相殺 △8

繰延税金負債純額 2

  固定負債   固定負債

 

その他有価証券評価差額金 222百万円

特別償却準備金 18

繰延税金負債合計 241

繰延税金資産相殺 △235

繰延税金負債純額 6

 

その他有価証券評価差額金 185百万円

特別償却準備金 10

子会社の留保利益金 452

その他 20

繰延税金負債小計 668

繰延税金資産相殺 △648

繰延税金負債純額 20



前へ 

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の

内訳

   法定実効税率            40.4％

   

 （調 整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

住民税均等割 0.9

評価性引当額の減少 △2.6

受取配当金連結消去に伴う影響 56.7

海外連結子会社の税率差異 △5.0

連結調整勘定償却額 △13.9

その他 △1.5

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.3％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の

内訳

   税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載していない。

   

   



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当グループは、電気通信機器用並びに、一般電子機器用の電気磁気材料、部品及びその応用製品

を製造販売しており、それらは互いに関連があり、また、それらが使用される分野(市場)と販売方

法は同じ単一セグメントであるので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

(1) アジア  シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む) 

(2) 北米   アメリカ 

(3) 欧州   ドイツ、イギリス 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,576百万円であり、その主なものは当社での長

期投資資金(投資有価証券等)である。 
  
  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

(1) アジア  シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む) 

(2) 北米   アメリカ 

(3) 欧州   ドイツ、イギリス 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,396百万円であり、その主なものは当社での長

期投資資金(投資有価証券等)である。 

  

日本
(百万円)

アジア 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

69,958 37,965 8,420 4,928 121,274 ― 121,274

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

43,069 50,153 258 47 93,528 (93,528) ―

計 113,028 88,119 8,679 4,976 214,802 (93,528) 121,274

営業費用 110,786 85,819 8,627 4,922 210,155 (93,638) 116,516

営業利益 2,241 2,299 51 53 4,647 110 4,757

Ⅱ 資産 109,874 44,982 2,980 2,264 160,101 (41,899) 118,202

日本
(百万円)

アジア 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

85,692 43,098 1,515 5,558 135,864 ― 135,864

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

43,839 62,823 715 15 107,393 (107,393) ―

計 129,531 105,921 2,231 5,573 243,258 (107,393) 135,864

営業費用 127,775 103,266 2,155 5,521 238,719 (107,627) 131,091

営業利益 1,755 2,654 76 52 4,538 233 4,772

Ⅱ 資産 108,683 54,976 939 2,603 167,202 (48,667) 118,535



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 親会社及び法人主要株主等 

 
(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等 

①新株予約権付社債は、引受証券会社が全部を買取引受けし、そのうち当社が指定する販売先として販売を行ったも

のである。取引条件等については、他の投資家と同様である。 

②ＣＭＳ預け金は、日本電気グループ内におけるＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム)の利用によるもの

で、日本電気株式会社との間で基本契約を締結している。利息については、市場金利を勘案し、合理的に決定して

いる。 

  

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 49,438 3,676 6,284 59,400

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 121,274

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

40.8 3.0 5.2 49.0

(1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含

む)、韓国

(2) 北米 アメリカ

(3) その他の地域 ドイツ、イギリス、その他

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 54,683 5,043 5,648 65,375

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 135,864

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

40.2 3.7 4.2 48.1

(1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含

む)、韓国

(2) 北米 アメリカ

(3) その他の地域 ドイツ、イギリス、その他

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の 
内容

議決権等
の所有割

合

関係内容
取引の
内容

取引
金額

(百万円)
科目

期末
残高

(百万円)
役員の 
兼任等

事業上 
の関係

親会
社

日本 
電気 
株式 
会社

東京
都港
区

337,821

コンピュータ、
通信機器、ソフ
トウェア等の製
造及び販売並び
に関連サービス
の提供を含むＩ
Ｔ・ネットワー
クソリューショ
ン事業

被所有 
 

直接 
51.29％

 
間接 
1.05％

兼任
２名 
転籍 
７名

当社製品の
販売並びに
同社からの
仕入等

新株予約
権付社債
の発行

7,500
新株予
約権付
社債

7,500

ＣＭＳ制
度預け金

6,000 ― ―

預け金利
息の受取

0 ― ―



当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１親会社及び法人主要株主等 

 
(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等 

①新株予約権付社債は、引受証券会社が全部を買取引受けし、そのうち当社が指定する販売先として販売を行ったも

のである。取引条件等については、他の投資家と同様である。 

  

２役員及び個人主要株主等 

 
(注)１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 当社監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行からの当社資金借入については、他の金融機関との取引

条件を勘案して、交渉により決定している。 

２．当社監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行は、当連結会計年度末日現在、当社株式を542千株

(所有割合で0.48%)所有し、当社は同行の株式を151千株(所有株式割合で0.04%)所有している。なお、本人との資

本的関係はない。 

  

３兄弟会社等 

 
(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等 

土地の整備については、提示された見積もりを他社より入手した見積もりと比較の上、交渉により決定している。 

  

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の 
内容

議決権等
の所有割

合

関係内容
取引の
内容

取引
金額

(百万円)
科目

期末
残高

(百万円)
役員の 
兼任等

事業上 
の関係

親会
社

日本 
電気 
株式 
会社

東京
都港
区

337,822

コンピュータ、
通信機器、ソフ
トウェア等の製
造及び販売並び
に関連サービス
の提供を含むＩ
Ｔ・ネットワー
クソリューショ
ン事業

被所有 
 

直接 
51.29％

 
間接 
1.05％

兼任
２名 
転籍 
８名

当社製品の
販売並びに
同社からの
仕入、資 金
調達等

― ―
新株予
約権付
社債

7,500

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有割

合

関係内容
取引の
内容

取引
金額

(百万円)
科目

期末
残高

(百万円)
役員の 
兼任等

事業上 
の関係

役員
及び
その
近親
者

鎌田宏 ― ―
当社監査役 
㈱七十七銀行 
代表取締役頭取

(注)２ ― ―

㈱七十七
銀行から
の当社資
金借入

資金の借入
    70

短期 
借入金

70

資金の返済
   473

長期 
借入金 
(一年返
済予定分
含む)

1,304

資金の借入
   200

利息の支払
    26

未払費用 1

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の 
内容

議決権等
の所有割

合

関係内容
取引の
内容

取引
金額

(百万円)
科目

期末
残高

(百万円)
役員の 
兼任等

事業上 
の関係

親会
社の
子会
社

NECフ
ァシリ
ティー
ズ株式
会社

東京
都港
区

240

建物・環境シス
テム等の設計、
施工管理、営繕
業務および施設
管理業務並びに
保険代理業、不
動産管理業

なし なし なし
土地の
整備

261 ― ―



(企業結合等関係) 

当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)  

（提出会社による光デバイス事業の事業譲渡）  

１ 事業分離の概要  

(1)分離先企業の名称および分離した事業の内容  

  ㈱精工技研   光デバイス事業（内容：光通信デバイスの製造販売）  

(2)事業分離を行った主な理由  

  経営資源を集中する為に、光デバイス事業は、他社への譲渡が適切であると判断し、譲渡い 

 たしました。  

(3)事業分離日  

  平成18年６月１日（事業譲渡日）  

(4)事業分離の概要  

  当社が所有する光デバイス事業を譲渡いたしました。なお、譲渡価額は971百万円です。  

 

２ 実施した会計処理の概要  

 本事業分離は、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号）に準じた会計処理を適用し

ました。受取対価と移転した事業に係る資産の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額との差額

は、移転利益として計上しております。  

 

３ 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称  

（セグメント情報）に記載のとおり、当企業グループは、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益（△損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 231円96銭 １株当たり純資産額 223円32銭

１株当たり当期純利益 7円73銭 １株当たり当期純損失 16円52銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

7円42銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) － 25,360

普通株式に係る純資産額(百万円) － 25,322

差額の主な内訳(百万円)

 少数株主持分 － 37

普通株式の発行済株式数(千株) － 113,516

普通株式の自己株式数(千株) － 121

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数(千株)       － 113,394

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益（△損失）の算定に用いられた当期純利益（△損失）調整額の主要な内訳(百万円)

連結損益計算書上の当期純利益（△損失）(百万円) 921 △1,873

普通株式に係る当期純利益(△損失)(百万円) 876 △1,873

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)

 利益処分による取締役賞与金 45 －

普通株主に帰属しない金額(百万円) 45 －

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,414 113,402

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

当期純利益調整額(百万円) － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳(千株)

 新株予約権 4,666 －

普通株式増加数(千株) 4,666 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

－

株式の種類：普通株式
（新株予約権付社債）

株式の数：16,538千株



(重要な後発事象) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――

 当社製電池パックおよび当社製電池セルを使用した電

池パックの取替・回収について

 平成19年６月13日、株式会社ウィルコムは、ＰＨＳ端

末（日本無線株式会社製）に搭載された当社製電池パッ

クの取替・回収を発表した（取替対象個数は約13万４千

個）。さらに、平成19年６月14日、ＫＤＤＩ株式会社お

よび沖縄セルラー電話株式会社も、当社製電池セルを使

用した携帯電話端末（京セラ株式会社製）の電池パック

の取替・回収を発表した（取替対象個数は約６万９千個

＝京セラ株式会社への納入個数）。

 取替・回収の理由は、当社で平成18年９月より適用し

た生産ラインにおいて、製造上の問題により、電池内部

の電極と電池端子とを接続する部品と電池缶壁との間隙

が小さくなる場合があり、この間隙を更に狭める方向に

外部からの強い衝撃が加わると、稀に短絡、発熱し、膨

張する可能性があるというものである。発火・破裂に至

るものではなく、通常に使用している場合には発熱・膨

張などが起こることもない。

 なお、株式会社ウィルコムのＰＨＳでは、人的・物的

被害は無いが、市場で数件の不具合が発生している。株

式会社ウィルコムのＰＨＳ端末と同じセルを搭載してい

るＫＤＤＩ株式会社および沖縄セルラー電話株式会社の

携帯電話では、市場クレームは発生していない。

 当社は、本問題を改善する対策をとるとともに、株式

会社ウィルコムおよび日本無線株式会社、またＫＤＤＩ

株式会社、沖縄セルラー電話株式会社および京セラ株式

会社と連携をとり対応している。

 なお、本件に関わる回収費用は、現時点では未定であ

るが、今後当社グループの損益に影響を及ぼす可能性が

ある。



⑥ 【連結附属明細表】 

  

【社債明細表】 

 
（注）１ 新株予約権付社債の内容 

 
（注）旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から

当該新株予約権に係る社債の全額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払
込がなされたものとする旨の請求があったものとみなす。 

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額 

 
  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他の有利子負債（１年以内返済予定のものを除く）
の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりである。 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

会社名 銘柄
発行 
年月日

前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

Ｎ Ｅ Ｃ ト
ーキン㈱

2010年満期ユーロ円建転換社
債型新株予約権付社債

平成17年
12月19日

15,000 15,000 ― 無担保
平成22年
12月17日

合 計 ― ― 15,000 15,000 ― ― ―

発行すべ
き株式の
内容

新株予約
権の発行
価額

株式の発行
価格(円)

発行価額
の総額(百
万円)

新株予約権の行使
により発行した株
式の発行価額の総
額(百万円)

新株予約
権の付与
割合(％)

新株予約権の
行使期間

代用払込
に関する
事項

ＮＥＣト
ーキン㈱
普通株式

無償
額面100円 
につき 

金102.5円
15,000 ― 100

自 平成18年 
１月４日 

至 平成22年 
12月３日

（注）

１年以内 

（百万円）

１年超２年以内 

（百万円）

２年超３年以内 

（百万円）

３年超４年以内 

（百万円）

４年超５年以内 

（百万円）

― ― ― 15,000 ―

区 分
前期末残高 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 6,278 9,271 5.15 ―

１年以内返済予定の長期借入金 12,871 9,251 1.84 ―

長期借入金(１年以内返済予定の
ものを除く)

21,588 18,589 1.77
平成20年８月25日～
平成23年３月30日

その他の有利子負債
リース債務(１年以内返済予定)

444 518 5.17 ―

その他の有利子負債 
リース債務(１年以内返済予定の
ものを除く)

863 794 4.92
平成20年４月30日～
平成27年７月26日

合 計 42,046 38,425 ― ―

区 分
１年超２年以内 

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内 

(百万円)

長期借入金 8,090 6,772 2,600 1,126

リース債務 432 50 52 55

合 計 8,523 6,823 2,652 1,181



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 4,158 1,740

 ２ 受取手形 65 81

 ３ 売掛金 ※３ 23,175 20,911

 ４ 製品 1,607 3,921

 ５ 原材料 402 2,265

 ６ 仕掛品 2,665 5,463

 ７ 貯蔵品 45 243

 ８ 前払費用 301 264

 ９ 繰延税金資産 3,235 3,625

 10 関係会社短期貸付金 20,569 3,969

 11 未収入金 ※３ 6,694 9,530

 12 立替金 165 ─

 13 その他 210 369

   小計 63,296 52,387

   貸倒引当金 △12 △59

   流動資産合計 63,284 65.1 52,328 49.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※１ 
※４

18,946 26,847

     減価償却累計額 13,631 5,314 20,057 6,789

  (2) 構築物 ※１ 1,830 2,709

     減価償却累計額 1,395 435 2,101 608

  (3) 機械及び装置 ※４ 20,091 45,624

     減価償却累計額 16,811 3,279 34,429 11,194

  (4) 車両運搬具 33 50

     減価償却累計額 31 2 47 3

  (5) 工具器具及び備品 ※４ 4,564 9,230

     減価償却累計額 4,005 559 8,194 1,036

  (6) 土地 ※１ 3,485 4,769

  (7) 建設仮勘定 415 1,724

   有形固定資産合計 13,492 (13.9) 26,125 (24.7)



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 47 ─

  (2) 特許権 4 3

  (3) 商標権 0 0

  (4) 意匠権 1 1

  (5) ソフトウエア ※４ 297 354

  (6) ソフトウエア仮勘定 104 459

  (7) 電話加入権 31 ─

  (8) その他 20 39

   無形固定資産合計 508 (0.5) 858 (0.8)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,382 1,273

  (2) 関係会社株式 13,219 11,095

  (3) 出資金 16 0

  (4) 関係会社出資金 5,069 7,839

  (5) 従業員長期貸付金 10 15

  (6) 長期前払費用 36 144

  (7) 長期未収入金 ※３ ─ 1,491

  (8) 繰延税金資産 1,286 4,244

  (9) その他 487 483

    小  計 21,509 26,588

    貸倒引当金 △1 △1

    関係会社投資損失
    引当金

△1,636 ─

   投資その他の資産合計 19,871 (20.5) 26,587 (25.1)

   固定資産合計 33,871 34.9 53,572 50.6

   資産合計 97,156 100.0 105,900 100.0



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※５ 488 304

 ２ 買掛金 ※３ 14,944 21,470

 ３ 短期借入金 ※10 1,057 1,362

 ４ 一年以内返済予定の
   長期借入金

※１ 
※10

11,697 8,551

 ５ 未払金 483 2,951

 ６ 未払費用 1,671 2,723

 ７ 未払法人税等 95 120

 ８ 前受金 31 26

 ９ 預り金 ※３ 1,549 1,804

 10 賞与引当金 1,420 2,256

 11 設備支払手形 59 ─

 12 製品引取損失引当金 ─ 2,803

 13 その他 3 99

   流動負債合計 33,502 34.5 44,474 42.0

Ⅱ 固定負債

 １ 新株予約権付社債 ※３ 15,000 15,000

 ２ 長期借入金
※１ 
※10

20,345 17,861

 ３ 退職給付引当金 1,395 4,747

 ４ 役員退職慰労引当金 130 76

 ５ その他 468 469

   固定負債合計 37,339 38.4 38,155 36.0

   負債合計 70,841 72.9 82,629 78.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 12,990 13.4 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 11,063 ―

 ２ その他資本剰余金

   自己株式処分差益 0 ―

   資本剰余金合計 11,063 11.4 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 1,999 ―

   利益剰余金合計 1,999 2.1 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 319 0.3 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※６ △58 △0.1 ― ―

   資本合計 26,314 27.1 ― ―

   負債・資本合計 97,156 100.0 ― ―



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 12,990

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 11,063

  (2) その他資本剰余金 ― 0

    資本剰余金合計 ― 11,063

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― △997

    利益剰余金合計 ― △997

 ４ 自己株式 ― △67

   株主資本合計 ― ― 22,988 21.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価
   差額金

― 273

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 8

   評価・換算差額等合計 ― ― 281 0.3

   純資産合計 ― ― 23,270 22.0

   負債及び純資産合計 ― ― 105,900 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 107,020 100.0 123,945 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 期首製品たな卸高 1,576 1,607

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 30,293 74,412

 ３ 当期製品仕入高 ※１ 61,638 33,957

 ４ 他勘定より振替高 ※２ ─ 4,343

   合計 93,507 114,320

 ５ 期末製品たな卸高 1,607 3,921

 ６ 他勘定へ振替高 ※３ 128 91,772 85.8 2,861 107,537 86.8

   売上総利益 15,248 14.2 16,408 13.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４ 14,577 13.6 14,660 11.8

   営業利益 671 0.6 1,748 1.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 259 76

 ２ 受取配当金 ※１ 5,063 2,195

 ３ 為替差益 34 271

 ４ その他 129 5,486 5.1 359 2,902 2.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 629 562

 ２ 減価償却費 113 ─

 ３ 製品補償費 130 ─

 ４ その他 251 1,124 1.0 521 1,084 0.9

   経常利益 5,033 4.7 3,566 2.9



 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※５ 468 137

 ２ 投資有価証券売却益 ※１ 523 ─

 ３ 関係会社株式売却益 ※１ 344 27

 ４ 貸倒引当金戻入益 ─ 4

 ５ 事業移転利益 ※６ ─ 151

 ６ 合併差益 ─ 1,336 1.2 24 345 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※７ ─ 86

 ２ 固定資産除却損 ※８ 335 1,426

 ３ 早期退職制度加算金 430 ─

 ４ 転進支援費用 ※９ 24 ─

 ５ 減損損失 ※10 800 58

 ６ 土地整備費用 ─ 311

 ７ たな卸資産廃棄損 ※11 15 1,365

 ８ たな卸資産評価損 ※12 ─ 293

 ９ 製品引取損失引当金
   繰入額

※12 ─ 2,453

 10 貸倒引当金繰入額 ― 45

 11 投資有価証券評価損 ─ 37

 12 関係会社株式評価損 435 84

 13 関係会社投資損失引当金
   繰入

1,636 ─

 14 ゴルフ会員権評価損 ― 3,678 3.4 4 6,166 5.0

   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失（△）

2,691 2.5 △2,254 △1.8

   法人税、住民税
   及び事業税

275 336

   法人税等調整額 1,492 1,767 1.6 △92 243 0.2

   当期純利益又は
   当期純損失（△）

923 0.9 △2,498 △2.0

   前期繰越利益 1,075 ─

   当期未処分利益 1,999 ─



製造原価明細書 

  

 
  

（注）※１ 経費の主な内訳は次のとおりである。 

 
  

※２ 他勘定より振替高の内訳 

 
  

※３ 他勘定へ振替高の内訳 

 
  

○原価計算の方法 

１ 原価計算の計算期間は１ヶ月間で、予定原価による組別、工程別総合原価計算の方法を採用している。 

２ 補助部門費の製造部門への配賦は直接配賦法による。 

３ 原価差額の配賦計算方法は法人税法の規定に従い、売上原価とたな卸資産に調整処理している。 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 18,593 58.0 37,998 51.0

Ⅱ 労務費 6,930 21.6 16,735 22.5

Ⅲ 経費 ※１ 6,546 20.4 19,752 26.5

  当期総製造費用 32,069 100.0 74,486 100.0

  期首仕掛品たな卸高 1,895 2,665

  他勘定より振替高 ※２ 103 5,489

      合計 34,068 82,641

  期末仕掛品たな卸高 2,665 5,463

  他勘定へ振替高 ※３ 1,109 2,764

  当期製品製造原価 30,293 74,412

(前事業年度) (当事業年度)

外注加工費 1,412百万円 4,092百万円

減価償却費 1,001 3,248

業務委託手数料 481 2,494

電力料 423 1,649

(前事業年度) (当事業年度)

製品再加工受入高 103百万円 2,518百万円

合併による仕掛品受入高 ─ 2,970

その他 ─ 0

計 103 5,489

(前事業年度) (当事業年度)

固定資産 1,039百万円 794百万円

有償支給 52 605

廃棄損 ─ 1,365

その他 17 ─

計 1,109 2,764



③ 【利益処分計算書】 

  

 
（注）日付は株主総会承認年月日である。 

  

④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月29日定時株主総会における利益処分項目である。 

  

前事業年度
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金 額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 1,999

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 453

 ２ 取締役賞与金 45 498

Ⅲ 次期繰越利益 1,500

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他 

資本剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 1,999 1,999

事業年度期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △453 △453

 利益処分による役員賞与 △45 △45

 当期純損失 △2,498 △2,498

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(百万円)
事業年度期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － 0 0 △2,997 △2,997

平成19年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 △997 △997

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △58 25,994 319 － 319 26,314

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △453 △453

 利益処分による役員賞与 △45 △45

 当期純損失 △2,498 △2,498

 自己株式の取得 △9 △9 △9

 自己株式の処分 0 0 0

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(百万円)

△46 8 △37 △37

事業年度中の変動額合計(百万円) △8 △3,005 △46 8 △37 △3,043

平成19年３月31日残高(百万円) △67 22,988 273 8 281 23,270



重要な会計方針 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

  子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法に基づく原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

  子会社株式及び関連会社株式

    同 左

  その他有価証券

   時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

金は全部資本直入法により処理し、売却原価は

移動平均法によっている。)

  その他有価証券

   時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

金は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法によっている。)

   時価のないもの

    移動平均法に基づく原価法

   時価のないもの

    同 左

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務 

  の評価基準及び評価方法 

   時価法

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務 

  の評価基準及び評価方法 

    同 左

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   先入先出法に基づく原価法

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    同 左

４ 固定資産の減価償却の方法 ４ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によ

る。

    なお、主な耐用年数は次のとおりである。

     建物          24～30年

     機械及び装置      ４～10年

 (1) 有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によ

る。

    なお、主な耐用年数は次のとおりである。

     建物          15～38年

     機械及び装置      ４～12年

 (2) 無形固定資産

   定額法

    ただし、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

による。

 (2) 無形固定資産

    同 左

 (3) 長期前払費用

   定額法

 (3) 長期前払費用

    同 左

５ 繰延資産の処理方法

   社債発行費  一括償却 ─────

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備える

ため設定しており、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上している。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    同 左



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 関係会社投資損失引当金

    平成18年４月の子会社との合併により計上され

る損失に備えるため、合併子会社に係る当社持分

相当額と関係会社株式の帳簿価額との差額を計上

している。

─────

 (3) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当期に見合う分を計上している。

 (3) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して

いる。

─────

 (4) 役員賞与引当金

    役員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分

を計上している。

 （会計方針の変更）

    当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用している。

    ただし、当事業年度に対する役員賞与の支給見

込みがないため、引当金の計上はしていない。

─────

 (5) 製品引取損失引当金

    顧客からの製品引取要請に伴って発生する損失

に備えるため、当事業年度末における損失見込額

を計上している。

 (6) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認め

られる額を計上している。

    会計基準変更時差異は、15年による均等額を費

用処理している。

    過去勤務債務については、その発生時の従業員

の残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理することとしている。

    数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理することとしてい

る。

 (6) 退職給付引当金

    同 左

    

 (7) 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退

職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上してい

る。

 (7) 役員退職慰労引当金

    同 左

７ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。

７ リース取引の処理方法

   同 左



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予

約が付されている外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っている。

    また、金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているので、特例処理を採用してい

る。

    同 左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段 為替予約等・金利スワップ

   ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等・借入金 

        の利息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段 為替予約・通貨オプション・ 

        金利スワップ

   ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等・借入金 

        の利息

 (3) ヘッジ方針

    外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引等を行い、また、借入金の金

利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っている。

 (3) ヘッジ方針

    外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引および通貨オプション取引を

行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約ごとに行っている。

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

   税抜方式によっている。

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

   同 左



(会計処理の変更) 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

   当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号)を適用している。

   これにより税引前当期純利益が800百万円減少し

ている。

   なお、減損損失累計額については、改正後の財務

諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除

している。

─────

 
 

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等）

   当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号)を適用している。

   これによる損益に与える影響はない。

   なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は23,262百万円である。

   財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成

している。

 
 

─────

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正）

   当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委

員会 終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１

号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終

改正平成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２

号)を適用している。

   これによる損益に与える影響はない。

   財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成

している。



  

 
  

（表示方法の変更） 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

（企業結合に係る会計基準等）

   当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準委員会 終改正平成18年12月22日 

企業会計基準適用指針第10号)を適用している。

   当該会計基準の適用により、当社において、平成

18年４月１日にＮＥＣトーキン富山株式会社、ＮＥ

Ｃトーキン栃木株式会社、ＮＥＣトーキン兵庫株式

会社およびＮＥＣトーキン岩手株式会社の４社を吸

収合併した際に合併損失1,636百万円が発生した

が、平成18年３月期において合併損失に備えて計上

した投資損失引当金を当事業年度において全額取り

崩したため、当事業年度の損益への影響はない。

   なお、合併損失と投資損失引当金取崩益は相殺し

たため、損益計算書には表示していない。  

 また、当社において、平成18年７月１日にトーキ

ン商工株式会社を吸収合併した際に発生した合併差

益を損益計算書の特別利益に計上することとなった

ため、従来の方法によった場合に比べ税引前当期純

損失が24百万円減少している。

   いずれの企業結合も同会計基準に規定する共通支

配下の取引に該当する。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

（貸借対照表）

 １ 当事業年度から、「立替金」（当事業年度142百

万円）は、金額が僅少となったため、流動資産の

「その他」に含めて表示している。

 ２ 当事業年度から、「電話加入権」（当事業年度18

百万円）は、金額が僅少となったため、無形固定資

産の「その他」に含めて表示している。

 ３ 当事業年度から、「設備支払手形」（当事業年度

96百万円）は、金額が僅少となったため、流動負債

の「その他」に含めて表示している。

 （損益計算書）

   前事業年度において独立掲記していた「減価償却

費」（当事業年度27百万円）は、「営業外費用」の

100分の10を下回ったため、「その他」に含めて表

示している。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

※１ 担保に供している資産は、次のとおりである。 ※１ 担保に供している資産は、次のとおりである。

 

資産
金額 

(百万円)
担保権の種類

建物 325 工場財団抵当権

構築物 10

土地 2

計 338
 

資産
金額

(百万円)
担保権の種類

建物 257 工場財団抵当権

構築物 8

土地 2

計 268

   同上に対する借入金    同上に対する借入金

 

１年以内返済予定の長期借入金 1,263 (百万円)

長期借入金 199

計 1,462
 

１年以内返済予定の長期借入金 149 (百万円)

長期借入金 50

計 199

※２ 会社が発行する株式 普通株式 200,000,000株

発行済株式総数 普通株式 113,516,066株

―――――

※３ 関係会社に係る注記

   関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか、次のものがある。

※３ 関係会社に係る注記

   関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか、次のものがある。

 

資産
売掛金 11,816 (百万円)

未収入金 6,337

負債

買掛金 10,495 (百万円)

預り金 1,084

新株予約権付社債 7,500

 

資産

売掛金 11,180 (百万円)

未収入金 9,189

長期未収入金 1,431

負債

買掛金 8,446 (百万円)

預り金 1,292

新株予約権付社債 7,500

※４ 取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益

※４ 取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益

建物    203百万円

機械及び装置     24

工具器具及び備品     14

ソフトウエア     0

建物    203百万円

機械及び装置    24

工具器具及び備品     1

ソフトウエア     0

※５ 期末日満期手形

―――――    当事業年度末日満期手形の会計処理については、

満期日に決済が行われたものとして処理している。

   なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理している。

   支払手形             2百万円



 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 
※６ 自己株式の保有数 普通株式 107,524株 ―――――

 ７ 債務保証  ７ 債務保証

 

保証先
保証金額 
(百万円)

保証債務
の内容

NEC東金電子 
(呉江)㈲

2,085

借入金等
に伴う債
務保証

NEC東金電子 
(厦門)㈲

998

NEC TOKIN 
Electronics 
(Philippines) Inc.

1,941

NEC TOKIN 
Electronics 
(Thailand) 
Co.,Ltd.

1,557

NEC TOKIN 
Hong Kong Ltd.

32

NEC TOKIN 
Europe GmbH

4

NECトーキン 
栃木㈱

910

リース取
引に伴う
債務保証

NECトーキン 
岩手㈱

639

NECトーキン
富山㈱

841

NEC東金電子 
(呉江)㈲

543

計 9,554

 

 

保証先
保証金額 
(百万円)

保証債務 
の内容

NEC東金電子
(呉江)㈲

2,237

借入金等
に伴う債
務保証

NEC東金電子
(厦門)㈲

826

NEC TOKIN
Electronics 
(Philippines) Inc.

720

NEC TOKIN
Electronics 
(Thailand) Co.,Ltd.

4,793

NEC TOKIN
Electronics 
(Vietnam) Co.,Ltd.

708

NEC TOKIN
Europe GmbH

4

NEC東金電子
(呉江)㈲

436
リース取
引に伴う
債務保証

計 9,728

 ８ 準備金による欠損てん補

   平成15年６月27日開催の定時株主総会において、

  下記の欠損てん補を行っている。

資本準備金 2,398百万円

利益準備金 966

  3,365

―――――

 ９ 配当制限に関する事項  ９ 配当制限に関する事項

  (1) シンジケートローン及び借入金の一部につい

て、連結会計年度末における連結貸借対照表に示

される資本の部の金額を216億円以上に維持する

特約が付されている。

  (1) シンジケートローン及び借入金の一部につい

て、連結会計年度末における連結貸借対照表に示

される純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新

株予約権及び少数株主持分を控除した金額を216

億円以上に維持する特約が付されている。

  (2) 平成16年９月16日に締結した短期型コミットメ

ントライン契約において、各連結会計年度の決算

期末及び中間期末の連結貸借対照表に示される資

本の部の金額を216億円以上に維持する特約が付

されている。

  (2) 平成18年９月26日に締結した短期型コミットメ

ントライン契約において、各連結会計年度の決算

期末及び中間期末の連結貸借対照表に示される純

資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権

及び少数株主持分を控除した金額を216億円以上

に維持する特約が付されている。

  (3) 平成18年３月30日に締結した長期型コミットメ

ントライン契約において、各連結会計年度の決算

期末及び中間期末の連結貸借対照表に示される資

本の部の金額を180億円以上に維持する特約が付

されている。

  (3) 平成18年３月30日に締結した長期型コミットメ

ントライン契約において、各連結会計年度の決算

期末及び中間期末の連結貸借対照表に示される純

資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権

及び少数株主持分の各金額を控除した金額を180

億円以上に維持する特約が付されている。

  (4) 資産に時価を付したことにより増加した貸借対

照表上の純資産額は、319百万円である。 ─────



次へ 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

※10 運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機

関８社と限度額25,000百万円の短期型貸出コミット

メントライン契約を、長期の資金需要に対する備え

として、取引金融機関10社と限度額10,000百万円の

長期型貸出コミットメントライン契約を締結してい

る。当事業年度末における貸出コミットメントライ

ンに係る借入金実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 35,000百万円

借入実行残高 －

差引額 35,000
 

※10 運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機

関８社と限度額10,000百万円の短期型貸出コミット

メントライン契約を、長期の資金需要に対する備え

として、取引金融機関10社と限度額10,000百万円の

長期型貸出コミットメントライン契約を締結してい

る。当事業年度末における貸出コミットメントライ

ンに係る借入金実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

借入実行残高 300

差引額 19,700



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 関係会社との取引に係る注記

   関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。

※１ 関係会社との取引に係る注記

   関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。

売上高 52,659百万円

製品・原材料仕入高 
及び外注加工費

74,356

受取配当金 5,045

関係会社株式売却益 344

投資有価証券売却益 248

売上高 54,522百万円

製品・原材料仕入高
及び外注加工費

73,568

受取配当金 2,181

※２ 他勘定より振替高の内訳

―――――
 

合併による製品受入高 4,343百万円

※３ 他勘定への振替高の内訳 ※３ 他勘定へ振替高の内訳

 

当期製品製造原価 103百万円

販売費及び一般管理費 24

128

固定資産 0百万円

当期製品製造原価 2,518

販売費及び一般管理費 49

特別損失 293

2,861

※４ 販売費に属する費用のおおよその割合は46％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

54％である。

   主要な費用及び金額は次のとおりである。

※４ 販売費に属する費用のおおよその割合は49％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

51％である。

   主要な費用及び金額は次のとおりである。

運賃・荷造費 1,236百万円

広告宣伝費 272

貸倒引当金繰入額 1

賃借料 622

諸手数料 1,658

従業員給料手当 3,259

その他人件費 1,330

賞与引当金繰入額 579

退職給付引当金繰入額 763

役員退職慰労引当金繰入額 33

通信交通費 810

減価償却費 157

研究開発費 2,981

 

運賃・荷造費 1,136百万円

貸倒引当金繰入額 6

販売手数料 1,106

諸手数料 1,422

従業員給料手当 2,897

賞与引当金繰入額 579

退職給付引当金繰入額 722

役員退職慰労引当金繰入額 25

通信交通費 744

減価償却費 205

研究開発費 3,244

   なお、当期製造費用には研究開発費は含まれてい

ない。

   なお、当期製造費用には研究開発費は含まれてい

ない。

※５ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※５ 固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。

機械及び装置 39百万円

工具器具及び備品 11

土地 417

建設仮勘定 0

468

機械及び装置 12百万円

工具器具及び備品 13

土地 3

建設仮勘定 7

のれん 100



前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※６ 事業移転利益の内容は次のとおりである。

―――――

 

光デバイス事業譲渡に伴う 

移転利益
151百万円

※７ 固定資産売却損の主な内容は次のとおりである。

―――――

 

機械及び装置 77百万円

建設仮勘定 9

※８ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 ※８ 固定資産除却損の主な内容は次のとおりである。

建物 1百万円

構築物 9

機械及び装置 98

車両運搬具 0

工具器具及び備品 11

建設仮勘定 212

無形固定資産その他 0

335

 

建物 211百万円

構築物 4

機械及び装置 847

工具器具及び備品 14

建設仮勘定 348

※９ 転進支援費用

   当社において、「キャリア支援プラン」により退

職した従業員の再就職支援に係る支出である。

―――――

※10 減損損失 ※10 減損損失

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上した。

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上した。

 

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休 広島県 土地 74

東広島市 建物 274

遊休 宮城県
土地 450

白石市

計 800

 

 

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休
宮城県 建物 14

仙台市 土地 8

遊休
宮城県

土地 15
伊具郡

遊休
宮城県 無形固定資産

（その他）
20

仙台市他

計 58

 （経緯）

   上記のうち広島県東広島市の土地および建物につ

いては、事業の再編成に伴い遊休資産となってい

る。また、宮城県白石市の土地については当初工場

用地として取得していたが、現在遊休資産となって

いる。

   いずれの資産も、不動産鑑定評価額が資産簿価を

下回り、地価も著しく下落しているため、減損損失

を認識した。

 （経緯）

   上記のうち宮城県仙台市の建物及び土地について

は、当事業年度において遊休資産となり、不動産鑑

定評価額が資産簿価を下回っていたため、減損損失

を認識した。当該資産は平成19年３月に売却した。

   また宮城県伊具郡に所有する土地については現在

遊休資産となっており、地価が著しく下落している

ため、減損損失を認識した。

   宮城県仙台市他の無形固定資産（その他）につい

ては、帳簿価額が正味売却価額まで回復が見込まれ

ないと判断し、減損損失を認識した。



次へ 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 （グルーピングの方法）  （グルーピングの方法）

   当社においては、事業単位とする。また、将来の

使用が見込まれていない遊休資産については個々の

物件単位でグルーピングをしている。

  同 左

 （回収可能価額の算定方法等）  （回収可能価額の算定方法等）

   正味売却価額、不動産鑑定評価基準   同 左

─────
※11 たな卸資産廃棄損

   事業構造改革の一環として実施した製品構成の見

直し等による廃棄損である。

※12 製品引取損失引当金繰入額及びたな卸資産評価損

―――――    当社内の製造指示の不手際により、仕様と異なる

製品を製造したことを原因として、顧客からの製品

引取要請に伴って発生する損失見込額及び当該製品

の評価損である。



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の買取りによる増加    14千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の売渡請求による減少    0千株 

  

(リース取引関係) 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 107 14 0 121

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 6 3 3

工具器具及び 
備品

633 377 256

その他 33 26 6

673 407 266

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械及び装置 4,251 2,776 1,475

工具器具及び
備品

413 220 193

その他 5 4 0

4,670 3,001 1,669

   取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっている。

   取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっている。

 (2) 未経過リース料期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 134百万円

１年超 131

266

１年以内 1,798百万円

１年超 279

2,077

   上記金額は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法によっている。

   未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によっている。ま

た、上記の金額は、転貸リース取引に係る金額を含

んでいる。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額  (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

 

支払リース料 157百万円

減価償却費相当額 157

支払リース料 956百万円

減価償却費相当額 956

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   同 左



前へ   次へ 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

（貸主側）

(1) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 348百万円

１年超 60

408

   未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が営業債権の期末残高等に占める割合が

低いため、受取利子込み法によっている。また、上

記の金額は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額である。転貸先は連結子会

社１社である。

   なお、借主側の残高は同額であり、借主側の未経

過リース料期末残高相当額に含まれている。



(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当事業年度(自 平成18年４月１

日 至 平成19年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

   流動資産

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

   流動資産

 

 繰越欠損金 1,050百万円

 賞与引当金 573

 たな卸資産評価減 285

 固定資産除却損 338

 外国税額控除 737

 関係会社投資損失引当金 660

 その他 116

繰延税金資産小計 3,763

 評価性引当額 △528

繰延税金資産合計 3,235
 

 繰越欠損金 480百万円

 賞与引当金 910

 たな卸資産評価損 546

 固定資産除却損 329

 外国税額控除 737

 製品引取損失引当金 1,131

 その他 245

繰延税金資産小計 4,382

 評価性引当額 △756

繰延税金資産合計 3,625

   固定資産

   繰延税金資産    固定資産

 外国税額控除 737百万円

 退職給付引当金 563

 減損損失 315

 関係会社株式評価減 212

 投資有価証券評価減 64

 ゴルフ会員権評価減 58

 その他 90

繰延税金資産小計 2,042

 評価性引当額 △539

繰延税金資産合計 1,502

 繰越欠損金 2,163百万円

 外国税額控除 1,027

 退職給付引当金 1,889

 減損損失 325

 投資有価証券評価損 74

 その他 178

繰延税金資産小計 5,659

 評価性引当額 △1,219

 繰延税金負債相殺 △195

繰延税金資産純額 4,244

   繰延税金負債    繰延税金負債

 

 その他有価証券評価差額金 △216百万円

繰延税金負債合計 △216

繰延税金資産純額 1,286

 

 その他有価証券評価差額金 185百万円

 その他 10

繰延税金負債合計 195

繰延税金資産相殺 △195

繰延税金負債純額 ─

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内

訳

法定実効税率 40.4 ％

 （調 整）

交際費等永久に損金に 

 算入されない項目
1.3

住民税均等割等 0.9

評価性引当額の増加 26.4

源泉所得税の更正 △2.6

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の 

 負担率
65.7 ％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内

訳

   税引前当期純損失を計上しているため、記載して

いない。



(企業結合等関係) 

当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

（提出会社による連結子会社４社の吸収合併） 

１ 企業結合の概要 

(1)被合併会社の名称およびその事業の内容 

ＮＥＣトーキン富山㈱  電子部品の製造販売  

 ＮＥＣトーキン栃木㈱  電子部品の製造販売  

 ＮＥＣトーキン兵庫㈱  電子部品の製造販売  

 ＮＥＣトーキン岩手㈱  電子部品の製造販売 

(2)企業結合を行った主な理由 

組織および業務の簡素化、人員の流動化、機動的な事業再編の促進および事業運営の一体化など

を通じて、連結経営体制の最適化を図るためであります。 

(3)統合日（合併日)  

平成18年４月１日 

(4)結合後企業の名称 

ＮＥＣトーキン㈱ 

２ 実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年

12月22日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行ってお

ります。当社が連結子会社４社より受け入れた資産および負債は、合併期日の前日に付された適正

な帳簿価額により計上しました。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額と負ののれ

んの合計額から減少純資産額を差し引いた金額を合併損失として計上しましたが、投資損失引当金

取崩益と相殺したため、損益計算書には表示しておりません。 

被合併会社から受け入れる資産及び負債は次のとおりであります。 

合併による財産の引継 

 
  

（提出会社による連結子会社１社の吸収合併） 

１ 企業結合の概要 

(1)被合併会社の名称およびその事業の内容 

トーキン商工㈱  電子部品の製造販売 

(2)企業結合を行った主な理由 

組織および業務の簡素化、人員の流動化、機動的な事業再編の促進および事業運営の一体化など

を通じて、連結経営体制の最適化を図るためであります。 

(3)統合日（合併日) 

平成18年７月１日 

(4)結合後企業の名称 

ＮＥＣトーキン㈱ 

２ 実施した会計処理の概要 

流動資産 23,983 百万円 流動負債 30,115 百万円

固定資産 15,914 固定負債 6,722

資産合計 39,897 負債合計 36,837



前へ   次へ 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月

22日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま

す。当社がトーキン商工㈱より受け入れた資産および負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿

価額により計上しました。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額と増加株主資本との

差額を特別利益に計上しました。 

被合併会社から受け入れる資産及び負債は次のとおりであります。 

合併による財産の引継 

 
  

（光デバイス事業の事業譲渡） 

１ 事業分離の概要 

(1)分離先企業の名称および分離した事業の内容 

㈱精工技研  光デバイス事業（内容：光通信デバイスの製造販売） 

(2)事業分離を行った主な理由 

経営資源を集中する為に、光デバイス事業は、他社への譲渡が適切であると判断し、譲渡いた

しました。 

(3)事業分離日 

平成18年６月１日（事業譲渡日） 

(4)事業分離の概要 

当社が所有する光デバイス事業を譲渡いたしました。なお、譲渡価額は971百万円です。 

２ 実施した会計処理の概要 

本事業分離は、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正

平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号）に準じた会計処理を適用しました。受取対価と移

転した事業に係る資産の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額との差額は、移転利益として計上

しております。 

３ 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

（セグメント情報）に記載のとおり、当社は、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

流動資産 153 百万円 流動負債 156 百万円

固定資産 91

資産合計 244 負債合計 156



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益（△損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 232円03銭 １株当たり純資産額 205円22銭

１株当たり当期純利益 7円75銭 １株当たり当期純損失 22円03銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

7円44銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) － 23,270

普通株式に係る純資産額(百万円) － 23,270

普通株式の発行済株式数(千株) － 113,516

普通株式の自己株式数(千株) － 121

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数(千株)       － 113,394

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益（△損失）の算定に用いられた当期純利益（△損失）調整額の主要な内訳(百万円)

損益計算書上の当期純利益（△損失）(百万円) 923 △2,498

普通株式に係る当期純利益（△損失）(百万円) 878 △2,498

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)

 利益処分による取締役賞与金 45 ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) 45 ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,414 113,402

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳(千株)

 新株予約権 4,666 ―

普通株式増加数(千株) 4,666 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

株式の種類：普通株式
（新株予約権付社債）

株式の数：16,538千株



前へ 

(重要な後発事象) 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 当社は、平成18年１月26日開催の当社取締役会にて決

議し、同日付で締結された合併契約書に基づき、平成18

年４月１日付で、いずれも当社の100%出資子会社である

ＮＥＣトーキン富山株式会社、ＮＥＣトーキン栃木株式

会社、ＮＥＣトーキン兵庫株式会社、ＮＥＣトーキン岩

手株式会社の４社を吸収合併した。

(1)合併の目的

 当社の100％出資子会社４社は、当社グループにおけ

るキャパシタ、リチウムイオン二次電池、スーパーキャ

パシタ（電気二重層コンデンサ）、リレー部品等の製造

を担ってきたが、これらの製造子会社を当社に吸収合併

することにより、組織および業務の簡素化、人員の流動

化、機動的な事業再編の促進および事業運営の一体化な

どを通じて、連結経営体制の 適化を図るものである。

(2)合併方式

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、当社の100％

出資子会社４社はそれぞれ解散した。

(3)合併期日

 平成18年４月１日

(4)合併による財産の引継

流動資産 23,983 百万円

固定資産 15,914

資産合計 39,897

流動負債 30,115 百万円

固定負債 6,722

負債合計 36,837

 当社製電池パックおよび当社製電池セルを使用した電

池パックの取替・回収について

 平成19年６月13日、株式会社ウィルコムは、ＰＨＳ端

末（日本無線株式会社製）に搭載された当社製電池パッ

クの取替・回収を発表した（取替対象個数は約13万４千

個）。さらに、平成19年６月14日、ＫＤＤＩ株式会社お

よび沖縄セルラー電話株式会社も、当社製電池セルを使

用した携帯電話端末（京セラ株式会社製）の電池パック

の取替・回収を発表した（取替対象個数は約６万９千個

＝京セラ株式会社への納入個数）。

 取替・回収の理由は、当社で平成18年９月より適用し

た生産ラインにおいて、製造上の問題により、電池内部

の電極と電池端子とを接続する部品と電池缶壁との間隙

が小さくなる場合があり、この間隙を更に狭める方向に

外部からの強い衝撃が加わると、稀に短絡、発熱し、膨

張する可能性があるというものである。発火・破裂に至

るものではなく、通常に使用している場合には発熱・膨

張などが起こることもない。

 なお、株式会社ウィルコムのＰＨＳでは、人的・物的

被害は無いが、市場で数件の不具合が発生している。株

式会社ウィルコムのＰＨＳ端末と同じセルを搭載してい

るＫＤＤＩ株式会社および沖縄セルラー電話株式会社の

携帯電話では、市場クレームは発生していない。

 当社は、本問題を改善する対策をとるとともに、株式

会社ウィルコムおよび日本無線株式会社、またＫＤＤＩ

株式会社、沖縄セルラー電話株式会社および京セラ株式

会社と連携をとり対応している。

 なお、本件に関わる回収費用は、現時点では未定であ

るが、今後当社の損益に影響を及ぼす可能性がある。



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 

  

【その他】 

  

 
  

銘  柄 株 式 数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 その他有価証券

  日本電信電話㈱ 408 254

  ㈱七十七銀行 151,000 116

  ㈱リョーサン 31,794 96

  住友信託銀行㈱ 78,000 95

  三信電気㈱ 50,000 73

  ㈱三井住友フィナンシャルグループ 65 69

  アルプス電気㈱ 50,000 69

  日本電産㈱ 7,924 60

  ㈱インターネットイニシアティブ 100 46

  テルモ㈱ 10,000 45

  その他（30銘柄） 300

計 1,228

種類及び銘柄 投資口数等(千口) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 その他有価証券

  株式投資信託 
  ダイワ・エコ・ファンド 
 

46,693 44

計 46,693 44



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 有形固定資産の増加額は、期首合併受入および、新設及び合理化のために取得したものであり、その主なも

のは、次のとおりである。 

  

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額

又は 
償却累計額
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 

(百万円)

有形固定資産

 建物 18,946 8,465 565

(14)
26,847 20,057 681 6,789

 構築物 1,830 912 32 2,709 2,101 55 608

 機械及び装置 20,091 29,078 3,544 45,624 34,429 2,365 11,194

 車両運搬具 33 23 7 50 47 0 3

 工具器具及び備品 4,564 5,342 676 9,230 8,194 457 1,036

 土地 3,485 1,326 42

(23)
4,769 ─ ─ 4,769

 建設仮勘定 415 6,741 5,433 1,724 ─ ─ 1,724

有形固定資産計 49,367 51,890
10,301

90,956 64,831 3,560 26,125
(37)

無形固定資産

 営業権 123 ─ 123 ─ ─ ─ ─

 のれん ─ 123 123 ─ ─ 24 ─

 特許権 8 ─ ─ 8 4 1 3

 商標権 0 ─ ─ 0 0 0 0

 意匠権 1 ─ ─ 1 0 0 1

 ソフトウエア 556 305 52 809 455 119 354

 ソフトウエア仮勘定 104 440 84 459 ─ ─ 459

 電話加入権 31 6
20
(20)

18 ─ ─ 18

 その他 27 1 0 28 7 0 20

無形固定資産計 854 876
403
(20)

1,327 468 145 858

長期前払費用 70 263 38 295 150 13 144

繰延資産

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

繰延資産計 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

（建物） 期首合併受入 その他

エネルギーデバイス関係製造設備 1,221 百万円 45 百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 505 0

ネットワークデバイス関係製造設備 253 95

（機械及び装置）

エネルギーデバイス関係製造設備 6,672 百万円 1,120 百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 786 326

ネットワークデバイス関係製造設備 1,526 914

（工具器具及び備品）



 
  

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。 

 
  

 上記は、いずれも関係会社への生産移管に伴う売却及び使用見込みのない機械装置の除却によるもので

ある。 

  

３ 当期減少額の（  ）内は内書きで、減損損失の計上額である。 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額その他の13百万円は、洗替処理によるものである。 

   ２ 当期増加額の( )内は内書きで、期首合併受入によるものである。 

   ３ 役員退職慰労引当金の当期減少額その他の５百万円は、前期引当金の過大計上分である。 

  

エネルギーデバイス関係製造設備 260 百万円 314 百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 59 42

ネットワークデバイス関係製造設備 201 212

（土地） 825 百万円 500 百万円

（建物）

仙台リニューアル本館建屋除却 534 百万円

秋田五城目工場の除却 28

（機械及び装置）

エネルギーデバイス関係製造設備 1,359 百万円

ネットワークデバイス関係設備 1,948

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 13
60

─ 13 60
（─）

関係会社投資損失引当金 1,636 ─ 1,636 ─ ─

賞与引当金 1,420
3,019

2,183 ─ 2,256
（763）

製品引取損失引当金 ─ 2,803 ─ ─ 2,803

役員退職慰労引当金 130 25 73 5 76



被合併会社であるNECトーキン栃木株式会社の財務諸表 

ａ．貸借対照表 

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 21

 ２ 売掛金 ※２ 3,948

 ３ 製品 865

 ４ 原材料 2,502

 ５ 仕掛品 700

 ６ 貯蔵品 52

 ７ 前払費用 1

 ８ 繰延税金資産 682

 ９ 未収入金 ※２ 5,097

 10 その他 29

   流動資産合計 13,901 73.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 380

     減価償却累計額 161 219

  (2) 構築物 61

     減価償却累計額 19 42

  (3) 機械及び装置 6,261

     減価償却累計額 2,647 3,614

  (4) 車両運搬具 4

     減価償却累計額 3 1

  (5) 工具器具及び備品 973

     減価償却累計額 763 209

  (6) 土地

  (7) 建設仮勘定 633

   有形固定資産合計 4,720 (24.8)

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウエア 22

  (2) ソフトウエア仮勘定 9

  (3) 電話加入権 2

   無形固定資産合計 34 (0.2)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 長期前払費用 44

  (2) 繰延税金資産 334

   投資その他の資産合計 378 (2.0)

   固定資産合計 5,134 27.0

   資産合計 19,036 100.0



  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 7,502

 ２ 関係会社短期借入金 9,906

 ３ 未払費用 ※２ 319

 ４ 未払法人税等 11

 ５ 預り金 14

 ６ 賞与引当金 121

 ７ 設備未払金 ※２ 591

   流動負債合計 18,466 97.0

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 539

   固定負債合計 539 2.8

   負債合計 19,006 99.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 800 4.2

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 400

   資本剰余金合計 400 2.1

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 △1,170

   利益剰余金合計 △1,170 △6.1

   資本合計 29 0.2

   負債・資本合計 19,036 100.0



ｂ．損益計算書 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 21,106 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 期首製品たな卸高 1,359

 ２ 当期製品製造原価 18,288

   合計 19,648

  １ 期末製品たな卸高 865 18,782 89.0

   売上総利益 2,323 11.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 1,304 6.2

   営業利益 1,019 4.8

Ⅳ 営業外収益

 １ その他 16 16 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ※１ 140

 ２ 為替差益 35

 ３ たな卸資産廃棄損 24

 ４ その他 32 232 1.1

   経常利益 803 3.8

   税引前当期純利益 803 3.8

   法人税、住民税
   及び事業税

38

   法人税等調整額 314 352 1.7

   当期純利益 450 2.1

   前期繰越損失 1,620

   当期未処理損失 1,170



製造原価明細書 

 
  

（注）※１ 経費の主な内訳は次のとおりである。 

 
  

※２ 他勘定へ振替高の内訳 

 
  

○原価計算の方法 

１ 原価計算の計算期間は１ケ月間で、予定原価による組別、工程別総合原価計算の方法を採用している。 

２ 補助部門費の製造部門への配賦は直接配賦法による。 

３ 原価差額の配賦計算方法は法人税法の規定に従い、売上原価とたな卸資産に調整処理している。 

  

ｃ．損失処理計算書 

NECトーキン栃木株式会社は、平成18年４月１日にてNECトーキン株式会社に吸収合併され消滅し

ているため、当期決算における株主総会は開催されておらず、損失処理計算書は該当がありませ

ん。 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 21,351 81.6

Ⅱ 労務費 1,361 5.2

Ⅲ 経費 ※１ 3,451 13.2

  当期総製造費用 26,163 100.0

  期首仕掛品たな卸高 2,000

      合計 28,164

  期末仕掛品たな卸高 2,119

  他勘定へ振替高 ※２ 7,755

  当期製品製造原価 18,288

(前事業年度)

運賃・荷造費 733百万円

減価償却費 723

動産賃借料 609

電力料 91

(前事業年度)

有償支給 7,755百万円



重要な会計方針 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   先入先出法に基づく原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によ

る。

    なお、主な耐用年数は次のとおりである。

     建物          24～30年

     機械及び装置      ４～10年

 (2) 無形固定資産

   定額法

    ただし、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

による。

 (3) 長期前払費用

   定額法

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備える

ため設定しており、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上している。

 (2) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当期に見合う分を計上している。

 (3) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、簡便法により計上している。

４ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

   税抜方式によっている。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
  

(損益計算書関係) 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

 

※１ 会社が発行する株式 普通株式 32,000株

発行済株式総数 普通株式 24,000株

※２ 関係会社に係る注記

   関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか、次のものがある。

 

資産
売掛金 3,948(百万円)

未収入金 4,905(百万円)

負債

買掛金 3,422(百万円)

未払費用 106(百万円)

設備未払金 313(百万円)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 関係会社との取引に係る注記

   関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。

売上高 21,106百万円

製品・原材料仕入高 
及び外注加工費

22,596

支払利息 140

※２ 他勘定への振替高の内訳

当期製品製造原価 7,688百万円

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は7％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

93％である。

   主要な費用及び金額は次のとおりである。

従業員給料手当 274百万円

その他人件費 94

賞与引当金繰入額 75

退職給付引当金繰入額 13

役員退職慰労金繰入額 2

賃借料 198

減価償却費 90

電力ガス水道料 83

通信交通費 64

ブランド使用料 43

業務委託料 35

研究開発費 448

   なお、当期製造費用には研究開発費は含まれてい

ない。



(リース取引関係) 

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)における子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはない。 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 2,129 1,502 627

工具器具及び 
備品

26 22 3

その他 53 45 8

2,209 1,570 638

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 393百万円

１年超 274

667

   上記金額は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法によっている。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 612百万円

減価償却費相当額 578

支払利息相当額 21

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。



(税効果会計関係) 

 
  

(１株当たり情報) 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

   流動資産

 

 繰越欠損金 621百万円

 賞与引当金 49

 その他 12

繰延税金資産合計 682
 

   固定資産

 

 繰越欠損金 112百万円

 退職給付引当金 218

 その他 3

繰延税金資産合計 334

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内

訳

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が５％以内であるため差異の内訳は記載し

ていない。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 １円24銭

１株当たり当期純利益 48円82銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（１株当たり当期純利益の算定上の基礎）

 

 

損益計算書上の当期純利益 450百万円

普通株式に係る当期純利益 450百万円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

 
普通株式の期中平均株式数 9,231株



次へ 

(重要な後発事象) 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（NECトーキン株式会社との合併）

 当社は、平成18年２月10日の臨時株主総会の承認に基

づき、平成18年４月１日に親会社であるNECトーキン株

式会社と合併いたしました。

 合併の概要については、「第５ 経理の状況 ２ 財

務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（重要な後発事

象）」に記載しております。



被合併会社であるNECトーキン岩手株式会社の財務諸表 

ａ．貸借対照表 

前事業年度
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 12

 ２ 売掛金 ※２ 1,880

 ３ 原材料 129

 ４ 仕掛品 165

 ５ 前払費用 0

 ６ 繰延税金資産 220

 ７ 未収入金 ※２ 93

 ８ その他 0

   流動資産合計 2,502 46.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 1,116

     減価償却累計額 △862 253

  (2) 構築物 13

     減価償却累計額 △9 4

  (3) 機械及び装置 5,164

     減価償却累計額 △3,638 1,526

  (4) 車両運搬具 1

     減価償却累計額 △0 0

  (5) 工具器具及び備品 2,290

     減価償却累計額 △2,089 201

  (6) 建設仮勘定 68

   有形固定資産合計 2,054 (38.3)

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウエア 17

  (2) その他 1

   無形固定資産合計 19 (0.3)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 繰延税金資産 790

  (2) その他 2

   投資その他の資産合計 792 (14.8)

   固定資産合計 2,865 53.4

   資産合計 5,367 100.0



次へ 

  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 1,081

 ２ 関係会社短期借入金 2,333

 ３ 未払金 16

 ４ 未払費用 ※２ 112

 ５ 未払法人税等 16

 ６ 預り金 5

 ７ 賞与引当金 157

 ８ その他 28

   流動負債合計 3,751 69.9

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 768

   固定負債合計 768 14.3

   負債合計 4,519 84.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 1,000 18.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,143

   資本剰余金合計 1,143 21.3

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 21

 ２ 任意積立金

   (1)特別償却準備金 40

   (2)別途積立金 423

   任意積立金合計 463

 ３ 当期未処理損失 1,780

   利益剰余金合計 △1,295 △24.1

   資本合計 848 15.8

   負債・資本合計 5,367 100.0



ｂ．損益計算書 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 9,336 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 期首製品たな卸高 0

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 8,486

   合計 8,486

 ３ 期末製品たな卸高 ─ 8,486 90.9

   売上総利益 850 9.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 216 2.3

   営業利益 633 6.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取手数料 2

 ２ 作業屑売却益 4

 ３ その他 1 8 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 55

 ２ その他 5 60 0.6

   経常利益 581 6.2

Ⅵ 特別損失

 １ 棚卸資産廃棄損 2

 ２ 固定資産売却損 0

 ３ 固定資産除却損 ※３ 20 23 0.2

   税引前当期純利益 558 6.0

   法人税、住民税
   及び事業税

2

   法人税等調整額 △520 △518 △5.5

   当期純利益 1,076 11.5

   前期繰越損失 2,857

   当期未処理損失 1,780



製造原価明細書 

 
  

（注）※１ 経費の主な内訳は次のとおりである。 

 
  

※２ 他勘定へ振替高の内訳 

 
  

○原価計算の方法 

１ 原価計算の計算期間は１ケ月間で、予定原価による組別、工程別総合原価計算の方法を採用している。 

２ 補助部門費の製造部門への配賦は直接配賦法による。 

３ 原価差額の配賦計算方法は法人税法の規定に従い、売上原価とたな卸資産に調整処理している。 

  

ｃ．損失処理計算書 

NECトーキン岩手株式会社は、平成18年４月１日にてNECトーキン株式会社に吸収合併され消滅し

ているため、当期決算における株主総会は開催されておらず、損失処理計算書は該当がありませ

ん。 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 5,838 65.1

Ⅱ 労務費 1,529 17.1

Ⅲ 経費 ※１ 1,594 17.8

  当期総製造費用 8,963 100.0

  期首仕掛品たな卸高 166

      合計 9,129

  期末仕掛品たな卸高 165

  他勘定へ振替高 ※２ 477

  当期製品製造原価 8,486

(前事業年度)

外注加工費 611百万円

減価償却費 321

賃借料 231

電力料 114

(前事業年度)

有償支給 448百万円

その他 28

477



重要な会計方針 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   先入先出法に基づく原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によ

る。

    なお、主な耐用年数は次のとおりである。

     建物          24～30年

     機械及び装置      ４～10年

 (2) 無形固定資産

   定額法

    ただし、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

による。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備える

ため設定しており、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上している。

 (2) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当期に見合う分を計上している。

 (3) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認め

られる額を計上している。

    会計基準変更時差異は、15年による均等額を費

用処理している。

    数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理することとしてい

る。

４ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理 
   税抜方式によっている。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
  

(損益計算書関係) 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

 

※１ 会社が発行する株式 普通株式 3,800,000株

発行済株式総数 普通株式 3,800,000株

※２ 関係会社に係る注記

   関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか、次のものがある。

 

資産
売掛金 1,880 (百万円)

未収入金 38

負債
買掛金 435 (百万円)

未払費用 43

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 関係会社との取引に係る注記

   関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。

売上高 9,336百万円

製品・原材料仕入高 
及び外注加工費

4,400

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は10％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

90％である。

   主要な費用及び金額は次のとおりである。

従業員給料手当 78百万円

その他人件費 46

賞与引当金繰入額 24

退職給付引当金繰入額 9

役員退職慰労引当金繰入額 7

租税公課 22

ブランド使用料 19

業務委託費 12

通信交通費 8

   なお、当期製造費用には研究開発費は含まれてい

ない。

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。

 

機械及び装置 16百万円

工具器具及び備品 4

20



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)における子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはない。 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 976 412 563

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 130百万円

１年超 447

577

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 156百万円

減価償却費相当額 126

支払利息相当額 25

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。



(税効果会計関係) 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

   流動資産

 

 繰越欠損金 161百万円

 賞与引当金 63

 その他 6

繰延税金資産小計 231

 繰延税金負債相殺 △11

繰延税金資産合計 220

   固定資産

 

 繰越欠損金 958百万円

 退職給付引当金 310

 その他 0

繰延税金資産小計 1,268

 評価性引当額 △473

 繰延税金負債相殺 △4

繰延税金資産合計 790

   流動負債

 

 その他 11百万円

繰延税金負債合計 11

繰延税金資産相殺 △11

繰延税金資産純額 ─
 

   固定負債

 

 その他有価証券評価差額金 4百万円

繰延税金負債合計 4

繰延税金資産相殺 △4

繰延税金資産純額 ─

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内

訳

法定実効税率 40.4 ％

 （調 整）

交際費等永久に損金に 

算入されない項目
0.0

住民税均等割額 0.4

評価性引当額の減少 △135.0

その他 1.3

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率
△92.9 ％



前へ 

(１株当たり情報) 

 
  

(重要な後発事象) 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 22銭

１株当たり当期純利益 ２円26銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（１株当たり当期純利益の算定上の基礎）

 

 

損益計算書上の当期純利益 1,076百万円

普通株式に係る当期純利益 1,076百万円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

 
普通株式の期中平均株式数 476,923株

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（NECトーキン株式会社との合併）

 当社は、平成18年２月10日の臨時株主総会の承認に基

づき、平成18年４月１日に親会社であるNECトーキン株

式会社と合併いたしました。

 合併の概要については、「第５ 経理の状況 ２ 財

務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（重要な後発事

象）」に記載しております。



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

 
  

② 受取手形 

相手先別内訳 

  

 
  

期日別内訳 

  

 
  

③ 売掛金 

相手先別内訳 

  

 
  

区 分 金額(百万円)

現 金 9

預金の種類

当座預金 220

普通預金 1,503

別段預金 6

郵便貯金 0

小 計 1,730

合 計 1,740

相手先 金額(百万円)

安達㈱ 19

凸版印刷㈱ 19

大洋電機通信㈱ 12

㈱ヌマタ 8

東海電工㈱ 6

その他 15

計 81

期日 金額(百万円)

平成19年５月 20

平成19年６月 9

平成19年７月 45

平成19年８月 4

計 81

相手先 金額(百万円)

NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 4,427

台湾恩益禧東金(股) 3,077

三信電気㈱ 1,889

NEC TOKIN Europe GmbH 1,353

ＮＴ販売㈱ 1,129

その他 9,034

計 20,911



売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

 
(注) 上記金額には消費税等が含まれている。 

  

④ 製 品 

  

 
  

⑤ 原材料 

  

 
  

⑥ 仕掛品 

  

 
  

⑦ 貯蔵品 

  

 
  

前期繰越高 
(百万円) 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 

(Ｂ)

当期回収高
(百万円) 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円) 
(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
{(Ａ)＋(Ｄ)}÷２

(Ｂ)÷365

23,175 126,931 129,195 20,911 86.1 63.6

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 2,895

ネットワークデバイス 776

ファンクショナルデバイス 249

計 3,921

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 1,754

ネットワークデバイス 117

ファンクショナルデバイス 393

計 2,265

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 2,818

ネットワークデバイス 758

ファンクショナルデバイス 1,887

計 5,463

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 90

ネットワークデバイス 126

ファンクショナルデバイス 27

計 243



⑧ 未収入金 

  

 
  

⑨ 関係会社株式 

  

 
  

⑩ 関係会社出資金 

  

 
  

⑪ 支払手形 

相手先別内訳 

  

 
  

相手先 金額(百万円)

NEC 東金電子(厦門)有限公司 5,009

NEC 東金電子(呉江)有限公司 1,994

NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd. 1,298

NEC TOKIN Electronics(Vietnam)Co.,Ltd. 390

NEC TOKIN Singapore Pte.Ltd 98

その他 739

計 9,530

関係会社名 金額(百万円)

NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd. 5,846

NEC TOKIN Singapore Pte.Ltd 1,377

NEC TOKIN Electronics(Philippines)Inc. 1,335

NEC TOKIN America Inc. 1,268

NT販売㈱ 710

その他 558

計 11,095

関係会社名 金額(百万円)

NEC 東金電子(呉江)有限公司 3,598

NEC 東金電子(厦門)有限公司 2,977

NEC TOKIN Europe GmbH 891

NEC TOKIN Electronics(Vietnam)Co.,Ltd. 372

計 7,839

相手先 金額(百万円)

日電精密工業㈱ 91

仙台無線器材㈱ 81

かがつうシステム㈱ 49

㈱小松ライト製作所 36

㈱双葉ダイス 15

その他 30

計 304



期日別内訳 

  

 
  

⑫ 買掛金 

  

 
  

⑬ 一年以内返済予定の長期借入金 

  

 
(注) シンジケートローンは、金融機関15社からなるシンジケート団からの借入金である。 

  

⑭ 新株予約権付社債 

  

 
  

期日 金額(百万円)

平成19年４月 98

平成19年５月 90

平成19年６月 96

平成19年７月 19

計 304

相手先 金額(百万円)

NEC 東金電子(厦門)有限公司 3,286

NECリース㈱ 3,050

NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 1,951

NEC 東金電子(呉江)有限公司 1,231

AGCセイミケミカル㈱ 966

その他 10,984

計 21,470

借入先 金額(百万円)

シンジケートローン 2,000

㈱三井住友銀行 1,772

住友信託銀行㈱ 803

住友生命保険(相) 793

第一生命保険(相) 674

その他 2,509

計 8,551

区分 金額(百万円)

2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 15,000

計 15,000



⑮ 長期借入金 

  

 
(注) シンジケートローンは、金融機関15社からなるシンジケート団からの借入金である。 

  

借入先 金額(百万円)

シンジケートローン 8,000

㈱三井住友銀行 2,283

住友生命保険(相) 1,507

住友信託銀行㈱ 1,216

㈱みずほコーポレート銀行 920

その他 3,935

計 17,861



(3) 【その他】 

該当事項なし。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）当社定款の定めにより、単元未満株式の権利を制限しております。その内容は、下記のとおりであります。 

当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を

行使することができません。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売渡すことを請求する

権利 

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎年６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 100株未満株券 100株券 500株券 1,000株券 10,000株券 100,000株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料
無料 
 但し、不所持株券の発行、喪失及び汚損または毀損による再発行の場合は、１枚に
つき200円

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告により行ないます。ただし、事故その他やむを得ない
事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載
して行います。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレ
スは次のとおりであります。(ホームページアドレス http://www.nec-tokin.com/)

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第97期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月29日 
関東財務局長に提出

(2) 半期報告書
事業年度 
(第98期中)

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日

平成18年12月25日 
関東財務局長に提出

(3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第３号の規定に基づく臨時報告書であり

ます。 

(特定子会社３社の異動)

平成18年４月３日 
関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号および第19号の規定に基づく臨時

報告書であります。 

(棚卸及び設備の廃棄による特別損失の計上)

平成18年９月25日 
関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号および第19号の規定に基づく臨時

報告書であります。 

(当社内製造指示の不手際により顧客にて発

生が見込まれる損失分を特別損失として計

上)

平成19年３月22日 
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 
  

平成18年６月29日

NECトーキン株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているNECトーキン株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、NECトーキン株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用して

いるため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   鈴  木  友  隆 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   沖     恒  弘 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐  藤  孝  夫 ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

平成19年６月28日

NECトーキン株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているＮＥＣトーキン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ＮＥＣトーキン株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年６月13日及び14日に電池パック及び電池セルを

使用した電池パックの一部取替・回収を発表した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   沖     恒  弘 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐  藤  孝  夫 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   住  田  清  芽 ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

 



独立監査人の監査報告書 
 
  

平成18年６月29日

NECトーキン株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているNECトーキン株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第97期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、NECトーキン株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している

ため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   鈴  木  友  隆 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   沖     恒  弘 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐  藤  孝  夫 ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

平成19年６月28日

NECトーキン株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているＮＥＣトーキン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第98期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ＮＥＣトーキン株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年６月13日及び14日に電池パック及び電池セルを

使用した電池パックの一部取替・回収を発表した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

  

以 上 
  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   沖     恒  弘 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐  藤  孝  夫 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   住  田  清  芽 ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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